
地域包括支援センター名： 管理者名：

時期

１. 地域包
括支援セン
ターの機能
強化

高齢化の進展により、一人暮らし高
齢者や認知症高齢者等要援護高
齢者が増加の一途をたどる中で、
相談内容は多様化・深刻化してい
るため、各センターにおける活動の
質の向上を図ると共に、適切に保
健、医療、福祉サービスをはじめ、
各種制度や地域資源に繋ぎ、総合
相談の拠点として機能の強化を図
る。
市は、運営支援及び国が定める評
価指標に基づき進捗管理を行うと
共に、地域包括支援センター運営
協議会による評価とPDCAサイクル
の充実等により、継続的な評価・点
検を強化する。地域包括支援セン
ターの取組に関する情報公開を行
うことにより、市民に開かれた地域
包括支援センターを目指す。

①市はセンター職員対象の研修会の周
知を行う

②市はセンター職員の相談支援体制整
備を推進する

③市は地域包括支援センターヒアリング
を実施する

④市は地域包括支援センター運営協議
会を開催し、センターの運営状況に係る
点検を行い、センターの課題を踏まえた
機能強化策の検討を行う

⑤市及び各センターは地域包括支援セ
ンターの周知及び情報公開を行う

随時

随時

年1回

年1回

年度内

随時

週1回

随時

２. 介護予
防の推進

心身の機能低下及び生活機能低
下を予防し、要介護状態になること
を防ぐために、高齢者がセルフケア
できるように環境を整え、個人の取
組が継続できるよう支援を行うととも
に、個人の意欲を引き出し、興味、
関心に応じた地域資源、地域活動
と効果的なサービスを活用して目標
志向型ケアマネジメントを行う。
高齢者が元気な時からの切れ目な
い介護予防を継続するため、住民
運営の通いの場を充実させ、人と人
とのつながりを通じて、参加者や通
いの場が継続的かつ拡大していく
地域づくりを推進する。

①生活支援コーディネーターや介護予防
専門職と協働し、要支援認定者・事業対
象者の自立支援、生活機能の維持向上
に効果のある目標志向型の介護予防ケ
アマネジメントを行う
②新規事業対象者のアセスメントの実施
にあたり、リハビリテーション専門職の視
点を加え、生活自立期間の延伸とセルフ
ケアの獲得に資する介護予防ケアマネジ
メントを主体的に行う
③自治会等をはじめとする地域や生活支
援コーディネーターと連携し、高齢者等
が参加するサロンや通いの場等を地域に
拡大する
④通いの場等の参加者に対し、介護予
防等に関する周知啓発を行う。また、介
護予防専門職等と地域をつなぎ、介護予
防講座等を積極的に開催する
⑤市と連携し、介護予防ケアマネジメント
の資質向上に資する保健師等の研修会
を企画・開催する
⑥総合事業及びケアマネジメントの適正
な実施と居宅介護支援事業所等への的
確な助言・指導を行う

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

阿部律子

○介護予防ケアマネジメントの改正内
容の確認、適切なケアマネジメントに
ついて保健師会議等で理解を深め
る。センター内でも定期会議等で情報
共有する。

○新規相談者のアセスメント時、リハビ
リテーション専門職の視点を加えること
を意識し、自立支援、介護予防に向け
た支援を行う。

○各地域の特性・課題に沿って、生活
支援コーディネーター、地域ケア推進
担当者、介護予防専門職等と連携し、
通いの場で介護予防等に関する周知
啓発を行う。センターの介入が少な
かった地域へ介護予防講座等の支援
を優先的に行う。関係者と連携し、住
民主体の通いの場づくりを推進・支援
する。

○内部研修の実施や外部の関連研修
等に参加し資質向上を図る。

○定期的に内部会議を実施し情報共
有や対応方法の検討を行う。

○地域行事やサロン・百歳体操、各種
会議等に参加しセンターの周知を図
り、相談を受けやすい体制づくりに努
める。

地域包括支援センターかたりあい

重点事項 重点活動方針
全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

３.認知症施
策の推進

国の「共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法」及び県の「認
知症施策推進計画」を受け、認知
症の発症を遅らせること（＝予防）と
認知症になっても尊厳を保持しつ
つ希望を持って日常生活を過ごせ
る社会（＝共生）を目指し、日常生
活圏域ごとの社会資源や、地域課
題の把握を行い、医療・介護サービ
スの適切な提供や連携を推進し、
地域の見守りなども含めた切れ目
のない支援体制の構築を進める。ま
た、認知症の人や家族の視点を重
視し、地域の共生の拠点づくり（認
知症カフェ、チームオレンジなど）を
推進する。

①地域の個別ケースや地域課題を把握
し、全世代を対象とした認知症サポー
ター養成講座の開催する
②市はステップアップ講座を開催する
③認知症ケアパスを積極的に活用する
④必要に応じて認知症連絡箋を活用す
る
⑤市は認知症を理解する教室及び認知
症カフェを開催する
⑥地域地域包括支援センターは、地域に
おいて認知症カフェを開催するとともにそ
の取組を拡充する
⑦認知症の人とその家族に対する個別
相談及び支援を行う。支援にあたっては
認知症初期集中支援事業を活用する
⑧市は認知症初期集中支援事業を実施
する
⑨市及び地域地域包括支援センター
は、ＳＯＳ見守りネットワーク「ほっと安心」
つるおか及び見守りシール「どこシル伝
言板」を周知啓発する。認知症の人とそ
の家族への支援に有効に活用する
⑩市はつるおかオレンジ手帳の方向性に
ついて検討する
⑪市と連携してチームオレンジの活動を
推進する

随時

随時
随時
随時
理解す
る教室
年6回
カフェ
月１回
毎月

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

４. 地域ケア
会議の実施
と地域ケア
ネットワーク
体制の推進

地域ケア推進担当者（地域包括支
援センター専門職、生活支援コー
ディネーター、社会福祉協議会職
員、健康課保健師、市民福祉課職
員等）が連携しながら、日常生活圏
域ごとに地域ケア会議（個別会議）
を実施し、医療介護等の専門職、
民生委員、自治会長、NPO法人等
地域の多様な関係者が協働し、個
別ケースの自立支援・課題解決を
はじめ、地域課題の把握に努める。
また、総合事業の事業対象者を含
む要支援等認定者と要介護1、2を
対象に、専門職参加による市が主
催する自立支援型地域ケア会議に
出席し、高齢者が自立して暮らすこ
とができるためのケアマネジメント支
援や、自立を進めるために不可欠
な社会資源等の把握等に努める。
把握した地域課題の解決に向け、
地域ケアネットワーク会議等を町内
会等の小単位生活圏域で実開催
し、地域の保健、医療、福祉などの
多職種との協働や、インフォーマル
サービスなど様々な地域資源による
支援体制の構築を図る。

①市と連携し地域ケア推進合同会議を開
催する。会議では、地域課題とその解決
に向けた取組について相互に理解を深
め、連携を強化し、地域活動に活かす
②地域ケア会議に出席し、解決に必要な
資源開発や資源開発等に係る検討を行
う
③地域ケアネットワーク会議を開催し、地
域の関係者と課題を共有し、その解決に
必要な仕組みづくりについて検討する
④地域ケア推進担当者会議を開催し、個
別ケースの把握と支援内容について共
有・検討する。必要に応じて地域ケア個
別会議を開催する。また、地域課題の共
有とその解決に必要な仕組みづくりにつ
いて検討し、地域に発信する
⑤自立支援型地域ケア会議に出席し、専
門職からの助言等を支援の中で実践す
る。その支援にあたり地域資源等を活用
するとともに地域課題や不足する資源の
把握及び掘り起こしを行う
⑥医療と介護の連携推進企画会議に出
席し、在宅医療・介護連携の強化に資す
る研修会等を企画し、積極的に参加する

年１回

随時

定期

定期

定期

随時

随時

随時

５.総合的な
相談支援の
確立

高齢者等の様々な相談にワンストッ
プで応じ、適切な保健・医療・福祉
サービス、関係機関、さらには各種
制度や地域資源につなげる等の支
援を行う。
その際は重層的支援体制整備事業
の趣旨を踏まえ、相談者の属性や
世代に関わらず、全世代全対象型
の相談支援機関として、その相談を
受け止めるとともに、必要に応じて
多機関協働事業者(担当は鶴岡市
社会福祉協議会地域福祉課・各地
域福祉センター)につなぎ、関係機
関と協働した個別支援・世帯支援を
行う。

①各種相談をワンストップで受け付け、専
門職がチームで支援を行う

②学区社協事業や民生委員定例会議等
に参画し、要援護高齢者の情報を把握・
共有する

③地域包括支援センターの周知を図りな
がら、潜在している要援護者を把握し支
援につなげる

随時

随時

随時

随時

随時

随時

○学校や企業、民生委員等役員、地
域住民等を対象とした認知症サポー
ター養成講座を開催し、地域全体へ
認知症の知識の普及啓発を図る。

○認知症等の相談に対応し、早期受
診・早期治療、適切なサービス利用へ
つなげられるように支援する。また、関
係機関とも連携しながら、家族を含め
た支援を実施する。

○SOS見守りネットワーク「ほっと安心」
つるおか、見守りシール「どこシル伝言
板」の事業周知を行う。必要と思われ
る当事者や家族へ適切かつ早急に対
応する。

○生活支援コーディネーターや地域
ケア推進担当者と連携し、認知症カ
フェ等の周知・開催・協力支援に努め
る。

○地域ケア推進担当者会議や地域ケ
アネットワーク会議等を通して地域課
題の把握や情報共有に努め、あわせ
て地域関係者や関係機関との連携強
化を図る。
会議内では個人情報に留意しながら
個別ケースの情報共有を行い、支援
方法を検討する。

○地域ケア会議の開催や、自立支援
型地域ケア会議の参加を通し、地域
資源や地域課題の把握に努める。

○センター内で情報共有や支援内容
の検討を行いながら、相談支援機関と
しての機能の充実を図り、相談内容に
あわせて各種制度や地域資源につな
ぐ。

○必要に応じて地域ケア会議の開催
や重層的支援会議にはかり、支援方
法の検討を行う。

○民協定例会や地域行事の参加を通
通してセンターの周知を図り、関係機
関や地域住民から相談を受けやすい
体制作りを心がける。要援護者等に関
する情報把握に努め、必要に応じて
個別支援につなげる。



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

６.高齢者の
権利擁護の
推進

地域の住民、民生委員、介護支援
専門員などの支援だけでは十分に
問題が解決できない、適切なサー
ビス等につながる方法が見つからな
い等の困難な状況にある高齢者
が、地域において尊厳のある生活
を維持し、安心して生活を行うこと
ができるよう、専門的・継続的な視
点から、成年後見制度の活用や高
齢者虐待対応、消費者被害の防止
等の高齢者の権利擁護のための支
援をしていく。

①国の高齢者虐待対応マニュアル及び
鶴岡市高齢者虐待対応・権利擁護業務
の手引きに基づき支援を行う

②社会福祉士定例会における高齢者虐
待事例や成年後見制度支援等に関する
事例検討のほか、権利擁護支援に関す
る研修会等の企画開催を通じて、支援力
の向上を図る

③鶴岡市成年後見制度中核機関と連携
し、市民等への制度の趣旨や相談窓口
の普及啓発、司法や福祉等多機関が協
働した相談支援体制の整備等に係る取
組を進める

通年

毎月

随時

毎月

随時

随時

７.ケアマネ
ジメントの質
の向上・平
準化

高齢者の自立支援に向け、介護保
険事業者連絡協議会や医療機関
等と連携するとともに、介護支援専
門員の資質向上を図り、ケアマネジ
メント支援体制を強化する。
介護支援専門員のケアプラン内容
等を検証し、課題の把握に努めると
ともに介護保険制度の健全かつ円
滑な運営及びケアマネジメントの技
術的向上に取り組む。

①地域包括支援センターは、介護支援
専門員の相談窓口となり、助言及び指導
を行う

②市と連携し、介護支援専門員スキル
アップ研修を企画開催する

③市と連携し、居宅介護支援事業所主任
介護支援専門員の資質向上のための研
修会を企画開催する

④地域包括支援センターは、支援困難
事例等を抱える介護支援専門員への相
談、助言、指導を行う

⑤地域包括支援センターは、居宅介護
支援事業所等に対し、国等が示す支援
マニュアルなどの活用を促進するとともに
相談支援を行う

随時

1回

1回

随時

通年

随時

随時

随時

８.災害時要
支援高齢者
の把握と救
援支援

地域の災害リスクを事前に把握し、
地域防災組織等で作成する支援が
必要な高齢者の災害時避難支援
体制・救援体制について情報収集
し効率的、効果的支援につなげる。

①市は、災害時避難場所の周知と災害
時個別避難計画の作成支援などの避難
支援体制づくりを推進する。地域包括支
援センターは、担当地域の町内会、自治
会の避難場所の把握及び周知と避難支
援体制の確認・共有を行う

②市と連携し、地震、風水害などの災害
時の支援を行う

③地域防災組織等と連携し、高齢者の災
害時避難支援体制づくりの取組を進める

随時・
通年

発生時

随時

随時○地域における研修会や訓練などの
参加を通じて、各地域、町内会等の防
災体制や支援体制等についての情報
収集に努める。

〇社会福祉士定例会の他に、市社協
３包括の社会福祉士を参集して事例
検討会議を実施し、各包括の保有・終
結ケースの対応の検討や振り返りを行
い対応力の向上を図る。

〇地域のサロン活動や民協定例会あ
るいは要請があれば居宅等の事業所
内研修で、高齢者虐待防止や成年後
見制度の活用、消費者被害防止など
の権利擁護支援について周知を図
る。

〇他の専門職が高齢者虐待の通報を
受け付けた際でも適切な対応が取れ
るように、昨年度社会福祉士チームで
見直しされた「養護者における高齢者
虐待対応の手順（鶴岡市）」を元に、初
動期の対応方法についてセンター内
で周知・徹底を図る。

○支援困難事例の対応の際には、セ
ンター内で対応方法を検討し、それぞ
れの職種の視点を持ちながら課題解
決に向けた支援を行う。

○市や地域包括支援センター連絡会
等と協働で研修会を企画し、介護支援
専門員の資質向上に向けた支援を行
う。

○国や市で示したマニュアル等の理
解に努め、介護支援専門員から相談
があった際には、マニュアルを活用し
ながら情報提供を行う。
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齢者や認知症高齢者等要援護高
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健、医療、福祉サービスをはじめ、
各種制度や地域資源に繋ぎ、総合
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る。
市は、運営支援及び国が定める評
価指標に基づき進捗管理を行うと
共に、地域包括支援センター運営
協議会による評価とPDCAサイクル
の充実等により、継続的な評価・点
検を強化する。地域包括支援セン
ターの取組に関する情報公開を行
うことにより、市民に開かれた地域
包括支援センターを目指す。

①市はセンター職員対象の研修会の周
知を行う

②市はセンター職員の相談支援体制整
備を推進する

③市は地域包括支援センターヒアリング
を実施する

④市は地域包括支援センター運営協議
会を開催し、センターの運営状況に係る
点検を行い、センターの課題を踏まえた
機能強化策の検討を行う

⑤市及び各センターは地域包括支援セ
ンターの周知及び情報公開を行う

随時

随時

年1回

年1回

年度内

２. 介護予
防の推進

心身の機能低下及び生活機能低
下を予防し、要介護状態になること
を防ぐために、高齢者がセルフケア
できるように環境を整え、個人の取
組が継続できるよう支援を行うととも
に、個人の意欲を引き出し、興味、
関心に応じた地域資源、地域活動
と効果的なサービスを活用して目標
志向型ケアマネジメントを行う。
高齢者が元気な時からの切れ目な
い介護予防を継続するため、住民
運営の通いの場を充実させ、人と人
とのつながりを通じて、参加者や通
いの場が継続的かつ拡大していく
地域づくりを推進する。

①生活支援コーディネーターや介護予防
専門職と協働し、要支援認定者・事業対
象者の自立支援、生活機能の維持向上
に効果のある目標志向型の介護予防ケ
アマネジメントを行う
②新規事業対象者のアセスメントの実施
にあたり、リハビリテーション専門職の視
点を加え、生活自立期間の延伸とセルフ
ケアの獲得に資する介護予防ケアマネジ
メントを主体的に行う
③自治会等をはじめとする地域や生活支
援コーディネーターと連携し、高齢者等
が参加するサロンや通いの場等を地域に
拡大する
④通いの場等の参加者に対し、介護予
防等に関する周知啓発を行う。また、介
護予防専門職等と地域をつなぎ、介護予
防講座等を積極的に開催する
⑤市と連携し、介護予防ケアマネジメント
の資質向上に資する保健師等の研修会
を企画・開催する
⑥総合事業及びケアマネジメントの適正
な実施と居宅介護支援事業所等への的
確な助言・指導を行う

随時

随時

随時

随時

随時

随時

令和7年度　地域包括支援センター運営活動計画書

工藤孝子

担当者会議や通いの場において個別
ケースの課題を把握し、適切な介護予
防ケアマネジメントに取り組めるよう支
援する。

会食交流会や百歳体操など通いの場
へ積極的に出向き、介護予防講座の
開催等を通し介護予防を啓発する。併
せてセンターの周知を行う。

生活支援コーディネーターと共に地域
の担当者や役員会などに出席し、通
いの場を継続できるよう支援する。
　
要支援と事業対象者の認定を受けて
いるサービス未利用者に対し、電話や
訪問などで状況確認を行い、継続的
な支援を行う。

職員の資質向上を図るため、内部・外
部研修へ積極的に参加する。
　
適切な制度や地域資源へ繋ぐため、
内部会議・事例検討を随時開催し、全
職種で対応方法を検討する。
　
出張相談会を地域の関係機関と協働
開催し、相談を受けやすい体制をつく
る。

地域包括支援センターなえづ

重点事項 重点活動方針
全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

３.認知症施
策の推進

国の「共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法」及び県の「認
知症施策推進計画」を受け、認知
症の発症を遅らせること（＝予防）と
認知症になっても尊厳を保持しつ
つ希望を持って日常生活を過ごせ
る社会（＝共生）を目指し、日常生
活圏域ごとの社会資源や、地域課
題の把握を行い、医療・介護サービ
スの適切な提供や連携を推進し、
地域の見守りなども含めた切れ目
のない支援体制の構築を進める。ま
た、認知症の人や家族の視点を重
視し、地域の共生の拠点づくり（認
知症カフェ、チームオレンジなど）を
推進する。

①地域の個別ケースや地域課題を把握
し、全世代を対象とした認知症サポー
ター養成講座の開催する
②市はステップアップ講座を開催する
③認知症ケアパスを積極的に活用する
④必要に応じて認知症連絡箋を活用す
る
⑤市は認知症を理解する教室及び認知
症カフェを開催する
⑥地域地域包括支援センターは、地域に
おいて認知症カフェを開催するとともにそ
の取組を拡充する
⑦認知症の人とその家族に対する個別
相談及び支援を行う。支援にあたっては
認知症初期集中支援事業を活用する
⑧市は認知症初期集中支援事業を実施
する
⑨市及び地域地域包括支援センター
は、ＳＯＳ見守りネットワーク「ほっと安心」
つるおか及び見守りシール「どこシル伝
言板」を周知啓発する。認知症の人とそ
の家族への支援に有効に活用する
⑩市はつるおかオレンジ手帳の方向性に
ついて検討する
⑪市と連携してチームオレンジの活動を
推進する

随時

随時
随時
随時
理解す
る教室
年6回
カフェ
月１回
毎月

随時

随時

随時

随時

随時

４. 地域ケア
会議の実施
と地域ケア
ネットワーク
体制の推進

地域ケア推進担当者（地域包括支
援センター専門職、生活支援コー
ディネーター、社会福祉協議会職
員、健康課保健師、市民福祉課職
員等）が連携しながら、日常生活圏
域ごとに地域ケア会議（個別会議）
を実施し、医療介護等の専門職、
民生委員、自治会長、NPO法人等
地域の多様な関係者が協働し、個
別ケースの自立支援・課題解決を
はじめ、地域課題の把握に努める。
また、総合事業の事業対象者を含
む要支援等認定者と要介護1、2を
対象に、専門職参加による市が主
催する自立支援型地域ケア会議に
出席し、高齢者が自立して暮らすこ
とができるためのケアマネジメント支
援や、自立を進めるために不可欠
な社会資源等の把握等に努める。
把握した地域課題の解決に向け、
地域ケアネットワーク会議等を町内
会等の小単位生活圏域で実開催
し、地域の保健、医療、福祉などの
多職種との協働や、インフォーマル
サービスなど様々な地域資源による
支援体制の構築を図る。

①市と連携し地域ケア推進合同会議を開
催する。会議では、地域課題とその解決
に向けた取組について相互に理解を深
め、連携を強化し、地域活動に活かす
②地域ケア会議に出席し、解決に必要な
資源開発や資源開発等に係る検討を行
う
③地域ケアネットワーク会議を開催し、地
域の関係者と課題を共有し、その解決に
必要な仕組みづくりについて検討する
④地域ケア推進担当者会議を開催し、個
別ケースの把握と支援内容について共
有・検討する。必要に応じて地域ケア個
別会議を開催する。また、地域課題の共
有とその解決に必要な仕組みづくりにつ
いて検討し、地域に発信する
⑤自立支援型地域ケア会議に出席し、専
門職からの助言等を支援の中で実践す
る。その支援にあたり地域資源等を活用
するとともに地域課題や不足する資源の
把握及び掘り起こしを行う
⑥医療と介護の連携推進企画会議に出
席し、在宅医療・介護連携の強化に資す
る研修会等を企画し、積極的に参加する

年１回

随時

定期

定期

定期

随時

５.総合的な
相談支援の
確立

高齢者等の様々な相談にワンストッ
プで応じ、適切な保健・医療・福祉
サービス、関係機関、さらには各種
制度や地域資源につなげる等の支
援を行う。
その際は重層的支援体制整備事業
の趣旨を踏まえ、相談者の属性や
世代に関わらず、全世代全対象型
の相談支援機関として、その相談を
受け止めるとともに、必要に応じて
多機関協働事業者(担当は鶴岡市
社会福祉協議会地域福祉課・各地
域福祉センター)につなぎ、関係機
関と協働した個別支援・世帯支援を
行う。

①各種相談をワンストップで受け付け、専
門職がチームで支援を行う

②学区社協事業や民生委員定例会議等
に参画し、要援護高齢者の情報を把握・
共有する

③地域包括支援センターの周知を図りな
がら、潜在している要援護者を把握し支
援につなげる

随時

随時

随時

認知症に対する支援体制を構築する
ため、地域の学校や商店等へ認知症
サポーター養成講座を周知し、開催を
働きかける。

個別ケースの相談受付時など、必要
に応じ認知症関連事業、制度、相談
窓口、認知症ケアパスの活用の紹介
を行う。

認知症カフェについて関係機関と地
域の実情や課題を共有し、開催の実
現に向けて協議する。

地域ケア推進担当者会議や地区社
協、振興会との合同会議や座談会へ
の出席を通し、地域課題の把握や地
域活動の確認を行い、関係機関との
関係強化を図る。

会議内で個別ケースの情報共有を行
い、課題解決に向けた支援方法を検
討する。必要に応じ、重層的支援会議
につなぐ。
　
地域ケアネットワーク会議を通し、関係
機関との関係づくりや地域課題の把握
に努める。

相談内容に応じて適切な保険・医療・
福祉サービスに繋げられるよう、各種
制度の理解を深め、総合相談窓口とし
ての機能充実を図る。インフォーマル
サービスの情報収集に努め、センター
内で情報共有を行う。
 
百歳体操や会食交流会などの地域事
業に参加し、潜在している要援護者を
把握し、必要に応じて訪問等を行うこ
とで実態把握を行う。



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

６.高齢者の
権利擁護の
推進

地域の住民、民生委員、介護支援
専門員などの支援だけでは十分に
問題が解決できない、適切なサー
ビス等につながる方法が見つからな
い等の困難な状況にある高齢者
が、地域において尊厳のある生活
を維持し、安心して生活を行うこと
ができるよう、専門的・継続的な視
点から、成年後見制度の活用や高
齢者虐待対応、消費者被害の防止
等の高齢者の権利擁護のための支
援をしていく。

①国の高齢者虐待対応マニュアル及び
鶴岡市高齢者虐待対応・権利擁護業務
の手引きに基づき支援を行う

②社会福祉士定例会における高齢者虐
待事例や成年後見制度支援等に関する
事例検討のほか、権利擁護支援に関す
る研修会等の企画開催を通じて、支援力
の向上を図る

③鶴岡市成年後見制度中核機関と連携
し、市民等への制度の趣旨や相談窓口
の普及啓発、司法や福祉等多機関が協
働した相談支援体制の整備等に係る取
組を進める

通年

毎月

随時

７.ケアマネ
ジメントの質
の向上・平
準化

高齢者の自立支援に向け、介護保
険事業者連絡協議会や医療機関
等と連携するとともに、介護支援専
門員の資質向上を図り、ケアマネジ
メント支援体制を強化する。
介護支援専門員のケアプラン内容
等を検証し、課題の把握に努めると
ともに介護保険制度の健全かつ円
滑な運営及びケアマネジメントの技
術的向上に取り組む。

①地域包括支援センターは、介護支援
専門員の相談窓口となり、助言及び指導
を行う

②市と連携し、介護支援専門員スキル
アップ研修を企画開催する

③市と連携し、居宅介護支援事業所主任
介護支援専門員の資質向上のための研
修会を企画開催する

④地域包括支援センターは、支援困難
事例等を抱える介護支援専門員への相
談、助言、指導を行う

⑤地域包括支援センターは、居宅介護
支援事業所等に対し、国等が示す支援
マニュアルなどの活用を促進するとともに
相談支援を行う

随時

1回

1回

随時

通年

８.災害時要
支援高齢者
の把握と救
援支援

地域の災害リスクを事前に把握し、
地域防災組織等で作成する支援が
必要な高齢者の災害時避難支援
体制・救援体制について情報収集
し効率的、効果的支援につなげる。

①市は、災害時避難場所の周知と災害
時個別避難計画の作成支援などの避難
支援体制づくりを推進する。地域包括支
援センターは、担当地域の町内会、自治
会の避難場所の把握及び周知と避難支
援体制の確認・共有を行う

②市と連携し、地震、風水害などの災害
時の支援を行う

③地域防災組織等と連携し、高齢者の災
害時避難支援体制づくりの取組を進める

随時・
通年

発生時

随時

各地域や町内会等における防災体制
の把握に努め、要支援高齢者等と地
域の防災組織をつなげる。

防災計画やハザードマップ等の情報
の確認を行う。
　
BCPをセンター内で共有し、研修を行
う。

権利擁護に関する研修等に参加する
ことで資質向上を図る。

同法人内の包括で定期的に事例検討
を行い、対応力向上を図る。

法人の他部署と協働で介護者のつど
いを開催することで、介護者の孤立や
虐待を未然に防ぐ。

居宅介護支援事業所への訪問や担当
者会議への参加を通して、介護支援
専門員との関係作りに努め、相談を受
けやすい体制を作る。
　
研修会の企画や開催を通し、介護支
援専門員の資質向上につながるよう支
援を行う。
　
支援困難事例の相談を受けた際に
は、必要に応じて同行訪問や地域ケ
ア会議を開催し、問題解決に向けた
支援方法を検討する。



地域包括支援センター名： 管理者名：

時期

１. 地域包
括支援セン
ターの機能
強化

高齢化の進展により、一人暮らし高
齢者や認知症高齢者等要援護高
齢者が増加の一途をたどる中で、
相談内容は多様化・深刻化してい
るため、各センターにおける活動の
質の向上を図ると共に、適切に保
健、医療、福祉サービスをはじめ、
各種制度や地域資源に繋ぎ、総合
相談の拠点として機能の強化を図
る。
市は、運営支援及び国が定める評
価指標に基づき進捗管理を行うと
共に、地域包括支援センター運営
協議会による評価とPDCAサイクル
の充実等により、継続的な評価・点
検を強化する。地域包括支援セン
ターの取組に関する情報公開を行
うことにより、市民に開かれた地域
包括支援センターを目指す。

①市はセンター職員対象の研修会の周
知を行う

②市はセンター職員の相談支援体制整
備を推進する

③市は地域包括支援センターヒアリング
を実施する

④市は地域包括支援センター運営協議
会を開催し、センターの運営状況に係る
点検を行い、センターの課題を踏まえた
機能強化策の検討を行う

⑤市及び各センターは地域包括支援セ
ンターの周知及び情報公開を行う

随時

随時

年1回

年1回

年度内

随時

随時

随時

２. 介護予
防の推進

心身の機能低下及び生活機能低
下を予防し、要介護状態になること
を防ぐために、高齢者がセルフケア
できるように環境を整え、個人の取
組が継続できるよう支援を行うととも
に、個人の意欲を引き出し、興味、
関心に応じた地域資源、地域活動
と効果的なサービスを活用して目標
志向型ケアマネジメントを行う。
高齢者が元気な時からの切れ目な
い介護予防を継続するため、住民
運営の通いの場を充実させ、人と人
とのつながりを通じて、参加者や通
いの場が継続的かつ拡大していく
地域づくりを推進する。

①生活支援コーディネーターや介護予防
専門職と協働し、要支援認定者・事業対
象者の自立支援、生活機能の維持向上
に効果のある目標志向型の介護予防ケ
アマネジメントを行う
②新規事業対象者のアセスメントの実施
にあたり、リハビリテーション専門職の視
点を加え、生活自立期間の延伸とセルフ
ケアの獲得に資する介護予防ケアマネジ
メントを主体的に行う
③自治会等をはじめとする地域や生活支
援コーディネーターと連携し、高齢者等
が参加するサロンや通いの場等を地域に
拡大する
④通いの場等の参加者に対し、介護予
防等に関する周知啓発を行う。また、介
護予防専門職等と地域をつなぎ、介護予
防講座等を積極的に開催する
⑤市と連携し、介護予防ケアマネジメント
の資質向上に資する保健師等の研修会
を企画・開催する
⑥総合事業及びケアマネジメントの適正
な実施と居宅介護支援事業所等への的
確な助言・指導を行う

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

令和7年度　地域包括支援センター運営活動計画書

畑山　真美

○介護予防ケアマネジメントマニュア
ルを活用し、自立支援に向けた適切
なケアマネジメントを実施する。

○ふれあい福祉講座とタイアップしな
がら、介護予防講座を積極的に開催
する。

○生活支援コーディネーターと連携し
て通いの場全体交流会を開催し、継
続意欲の向上と今後の活動の一助と
なるよう支援する。

○法人内専門職会議で総合事業に関
する情報共有や事例の情報交換を行
い、資質向上に努める。

○各職員の専門分野における資質向
上、多様化する複合的な課題への支
援体制強化につながるよう、関連研修
への積極的な参加に努める。

○関係機関相互の課題に向き合い、
法人内に限らず、地域包括支援セン
ター間の速やかな情報共有を図る。

○地域行事やサロン・百歳体操、各種
会議の場に積極的に参加し、顔の見
える関係づくりを心がけ、啓発用チラ
シを活用して広く地域包括支援セン
ターの周知を図る。

地域包括支援センターくしびき

重点事項 重点活動方針
全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

３.認知症施
策の推進

国の「共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法」及び県の「認
知症施策推進計画」を受け、認知
症の発症を遅らせること（＝予防）と
認知症になっても尊厳を保持しつ
つ希望を持って日常生活を過ごせ
る社会（＝共生）を目指し、日常生
活圏域ごとの社会資源や、地域課
題の把握を行い、医療・介護サービ
スの適切な提供や連携を推進し、
地域の見守りなども含めた切れ目
のない支援体制の構築を進める。ま
た、認知症の人や家族の視点を重
視し、地域の共生の拠点づくり（認
知症カフェ、チームオレンジなど）を
推進する。

①地域の個別ケースや地域課題を把握
し、全世代を対象とした認知症サポー
ター養成講座の開催する
②市はステップアップ講座を開催する
③認知症ケアパスを積極的に活用する
④必要に応じて認知症連絡箋を活用す
る
⑤市は認知症を理解する教室及び認知
症カフェを開催する
⑥地域地域包括支援センターは、地域に
おいて認知症カフェを開催するとともにそ
の取組を拡充する
⑦認知症の人とその家族に対する個別
相談及び支援を行う。支援にあたっては
認知症初期集中支援事業を活用する
⑧市は認知症初期集中支援事業を実施
する
⑨市及び地域地域包括支援センター
は、ＳＯＳ見守りネットワーク「ほっと安心」
つるおか及び見守りシール「どこシル伝
言板」を周知啓発する。認知症の人とそ
の家族への支援に有効に活用する
⑩市はつるおかオレンジ手帳の方向性に
ついて検討する
⑪市と連携してチームオレンジの活動を
推進する

随時

随時
随時
随時
理解す
る教室
年6回
カフェ
月１回
毎月

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

４. 地域ケア
会議の実施
と地域ケア
ネットワーク
体制の推進

地域ケア推進担当者（地域包括支
援センター専門職、生活支援コー
ディネーター、社会福祉協議会職
員、健康課保健師、市民福祉課職
員等）が連携しながら、日常生活圏
域ごとに地域ケア会議（個別会議）
を実施し、医療介護等の専門職、
民生委員、自治会長、NPO法人等
地域の多様な関係者が協働し、個
別ケースの自立支援・課題解決を
はじめ、地域課題の把握に努める。
また、総合事業の事業対象者を含
む要支援等認定者と要介護1、2を
対象に、専門職参加による市が主
催する自立支援型地域ケア会議に
出席し、高齢者が自立して暮らすこ
とができるためのケアマネジメント支
援や、自立を進めるために不可欠
な社会資源等の把握等に努める。
把握した地域課題の解決に向け、
地域ケアネットワーク会議等を町内
会等の小単位生活圏域で実開催
し、地域の保健、医療、福祉などの
多職種との協働や、インフォーマル
サービスなど様々な地域資源による
支援体制の構築を図る。

①市と連携し地域ケア推進合同会議を開
催する。会議では、地域課題とその解決
に向けた取組について相互に理解を深
め、連携を強化し、地域活動に活かす
②地域ケア会議に出席し、解決に必要な
資源開発や資源開発等に係る検討を行
う
③地域ケアネットワーク会議を開催し、地
域の関係者と課題を共有し、その解決に
必要な仕組みづくりについて検討する
④地域ケア推進担当者会議を開催し、個
別ケースの把握と支援内容について共
有・検討する。必要に応じて地域ケア個
別会議を開催する。また、地域課題の共
有とその解決に必要な仕組みづくりにつ
いて検討し、地域に発信する
⑤自立支援型地域ケア会議に出席し、専
門職からの助言等を支援の中で実践す
る。その支援にあたり地域資源等を活用
するとともに地域課題や不足する資源の
把握及び掘り起こしを行う
⑥医療と介護の連携推進企画会議に出
席し、在宅医療・介護連携の強化に資す
る研修会等を企画し、積極的に参加する

年１回

随時

定期

定期

定期

随時

年1回

随時

定期

随時

５.総合的な
相談支援の
確立

高齢者等の様々な相談にワンストッ
プで応じ、適切な保健・医療・福祉
サービス、関係機関、さらには各種
制度や地域資源につなげる等の支
援を行う。
その際は重層的支援体制整備事業
の趣旨を踏まえ、相談者の属性や
世代に関わらず、全世代全対象型
の相談支援機関として、その相談を
受け止めるとともに、必要に応じて
多機関協働事業者(担当は鶴岡市
社会福祉協議会地域福祉課・各地
域福祉センター)につなぎ、関係機
関と協働した個別支援・世帯支援を
行う。

①各種相談をワンストップで受け付け、専
門職がチームで支援を行う

②学区社協事業や民生委員定例会議等
に参画し、要援護高齢者の情報を把握・
共有する

③地域包括支援センターの周知を図りな
がら、潜在している要援護者を把握し支
援につなげる

随時

随時

随時

随時

随時

随時

○認知症の方と家族の個別相談で、
市認知症関連事業を活用し、相談支
援を行う。

○認知症サポーター養成講座を地域
内の小中学校と地域ケアネットワーク
会議で開催し、認知症の理解を深める
とともに地域での見守り活動の促進を
図る。

○認知症カフェの開催に向けて関係
機関と検討し、協働して取り組む。

○地域ケアネットワーク会議は小学校
区単位で開催し、地域課題の把握と
情報共有に努め、地域関係者や関係
機関との連携強化を図る。

○地域ケア推進担当者会議などの実
施により、地域の取り組みや事例を通
じ、地域課題の把握や情報共有に努
める。また、地域関係者や関係機関と
の協働により様々な地域資源による支
援体制の構築を図る。

○自立支援型地域ケア会議に参加
し、多職種による助言、ケアプラン点
検結果報告書等をマネジメントに活か
す。

○医療と介護の連携推進企画会議へ
参加し、課題への理解とより充実した
地域医療と多職種の連携が密に図ら
れるよう研修企画運営を行う。

○センター内での情報共有や地域ケ
ア個別会議の実施により、多職種間で
の連携を図り、自立支援や課題解決
に向けた支援と評価を継続する。

○民協定例会や地域内関係組織との
連携から、要援護者に関する情報共
有や個別支援を行う。

○地域高齢者関係事業所との情報交
換会にて情報を共有、専門職チーム
のネットワークを構築する。



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

６.高齢者の
権利擁護の
推進

地域の住民、民生委員、介護支援
専門員などの支援だけでは十分に
問題が解決できない、適切なサー
ビス等につながる方法が見つからな
い等の困難な状況にある高齢者
が、地域において尊厳のある生活
を維持し、安心して生活を行うこと
ができるよう、専門的・継続的な視
点から、成年後見制度の活用や高
齢者虐待対応、消費者被害の防止
等の高齢者の権利擁護のための支
援をしていく。

①国の高齢者虐待対応マニュアル及び
鶴岡市高齢者虐待対応・権利擁護業務
の手引きに基づき支援を行う

②社会福祉士定例会における高齢者虐
待事例や成年後見制度支援等に関する
事例検討のほか、権利擁護支援に関す
る研修会等の企画開催を通じて、支援力
の向上を図る

③鶴岡市成年後見制度中核機関と連携
し、市民等への制度の趣旨や相談窓口
の普及啓発、司法や福祉等多機関が協
働した相談支援体制の整備等に係る取
組を進める

通年

毎月

随時

随時

月1回

随時

７.ケアマネ
ジメントの質
の向上・平
準化

高齢者の自立支援に向け、介護保
険事業者連絡協議会や医療機関
等と連携するとともに、介護支援専
門員の資質向上を図り、ケアマネジ
メント支援体制を強化する。
介護支援専門員のケアプラン内容
等を検証し、課題の把握に努めると
ともに介護保険制度の健全かつ円
滑な運営及びケアマネジメントの技
術的向上に取り組む。

①地域包括支援センターは、介護支援
専門員の相談窓口となり、助言及び指導
を行う

②市と連携し、介護支援専門員スキル
アップ研修を企画開催する

③市と連携し、居宅介護支援事業所主任
介護支援専門員の資質向上のための研
修会を企画開催する

④地域包括支援センターは、支援困難
事例等を抱える介護支援専門員への相
談、助言、指導を行う

⑤地域包括支援センターは、居宅介護
支援事業所等に対し、国等が示す支援
マニュアルなどの活用を促進するとともに
相談支援を行う

随時

1回

1回

随時

通年

随時

随時

随時

８.災害時要
支援高齢者
の把握と救
援支援

地域の災害リスクを事前に把握し、
地域防災組織等で作成する支援が
必要な高齢者の災害時避難支援
体制・救援体制について情報収集
し効率的、効果的支援につなげる。

①市は、災害時避難場所の周知と災害
時個別避難計画の作成支援などの避難
支援体制づくりを推進する。地域包括支
援センターは、担当地域の町内会、自治
会の避難場所の把握及び周知と避難支
援体制の確認・共有を行う

②市と連携し、地震、風水害などの災害
時の支援を行う

③地域防災組織等と連携し、高齢者の災
害時避難支援体制づくりの取組を進める

随時・
通年

発生時

随時

随時

随時

随時

○地域の実情に合わせて関係機関と
の情報共有と連携に努める。

○地域の防災への取り組みを知り、災
害ハザードマップ及び避難所等の情
報を確認し共有する。

〇作成したBCP(事業継続計画)に
沿って、研修を実施し体制の強化と見
直しなどを検討する。

○虐待対応時や支援困難事例など、
マニュアルをもとに関係機関と連携し
適切な支援につなげる。

○法人内3包括で事例検討会を実施
し、対応中・終結事例についての検討
や振り返りを行なったり、意見交換し、
対応力の向上に努める。

○地域サロン参加者へ権利擁護の窓
口について普及啓発を行う。

○地域高齢者関係事業所との情報交
換会を開催し、居宅介護支援事業所
に留まらず地域の事業所との連携を
図ることで、ケアマネジメント支援体制
の強化につなげる。

○介護支援専門員スキルアップ研修、
居宅介護支援事業所主任介護支援
専門員研修を企画運営し、事業所間
の情報交換の機会を通じて介護支援
専門員の資質向上を図る。

○ケアプラン点検について介護支援
専門員と協働で行い、個々の課題に
気づくことで高齢者の自立支援に向け
たケアマネジメントの質の向上を図る。



地域包括支援センター名： 管理者名：

時期

１. 地域包
括支援セン
ターの機能
強化

高齢化の進展により、一人暮らし高
齢者や認知症高齢者等要援護高
齢者が増加の一途をたどる中で、
相談内容は多様化・深刻化してい
るため、各センターにおける活動の
質の向上を図ると共に、適切に保
健、医療、福祉サービスをはじめ、
各種制度や地域資源に繋ぎ、総合
相談の拠点として機能の強化を図
る。
市は、運営支援及び国が定める評
価指標に基づき進捗管理を行うと
共に、地域包括支援センター運営
協議会による評価とPDCAサイクル
の充実等により、継続的な評価・点
検を強化する。地域包括支援セン
ターの取組に関する情報公開を行
うことにより、市民に開かれた地域
包括支援センターを目指す。

①市はセンター職員対象の研修会の周
知を行う

②市はセンター職員の相談支援体制整
備を推進する

③市は地域包括支援センターヒアリング
を実施する

④市は地域包括支援センター運営協議
会を開催し、センターの運営状況に係る
点検を行い、センターの課題を踏まえた
機能強化策の検討を行う

⑤市及び各センターは地域包括支援セ
ンターの周知及び情報公開を行う

随時

随時

年1回

年1回

年度内

①②
③
随時
④６月
⑤上
半期

２. 介護予
防の推進

心身の機能低下及び生活機能低
下を予防し、要介護状態になること
を防ぐために、高齢者がセルフケア
できるように環境を整え、個人の取
組が継続できるよう支援を行うととも
に、個人の意欲を引き出し、興味、
関心に応じた地域資源、地域活動
と効果的なサービスを活用して目標
志向型ケアマネジメントを行う。
高齢者が元気な時からの切れ目な
い介護予防を継続するため、住民
運営の通いの場を充実させ、人と人
とのつながりを通じて、参加者や通
いの場が継続的かつ拡大していく
地域づくりを推進する。

①生活支援コーディネーターや介護予防
専門職と協働し、要支援認定者・事業対
象者の自立支援、生活機能の維持向上
に効果のある目標志向型の介護予防ケ
アマネジメントを行う
②新規事業対象者のアセスメントの実施
にあたり、リハビリテーション専門職の視
点を加え、生活自立期間の延伸とセルフ
ケアの獲得に資する介護予防ケアマネジ
メントを主体的に行う
③自治会等をはじめとする地域や生活支
援コーディネーターと連携し、高齢者等
が参加するサロンや通いの場等を地域に
拡大する
④通いの場等の参加者に対し、介護予
防等に関する周知啓発を行う。また、介
護予防専門職等と地域をつなぎ、介護予
防講座等を積極的に開催する
⑤市と連携し、介護予防ケアマネジメント
の資質向上に資する保健師等の研修会
を企画・開催する
⑥総合事業及びケアマネジメントの適正
な実施と居宅介護支援事業所等への的
確な助言・指導を行う

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時
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長谷川　典子

①通いの場への参加や広報誌を活用
し、介護予防の普及啓発に努める。
②フレイル状態の高齢者の早期把握
に努める。
③サービス未利用者の状況確認を行
い、適切なサービスにつなげる。
④通いの場に定期的に参加し各団体
のニーズに応じた支援を行う。
⑤健康課保健師と連携し健康講座を
行う。

①事例検討を行い職員の質の向上に
努める。
②資質向上のためにオンライン研修も
含め外部研修に参加し知識の習得と
技術の向上に努める。
③ワークシートを活用し、地域のニー
ズを確認しながら、情報提供できる体
制を整える。
④前年度のヒアリング結果をもとに事
業内容の検討を行う。
⑤地域ケア推進担当者の紹介チラシ
を作製し全戸配布を行う。

地域包括支援センターつくし

重点事項 重点活動方針
全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

３.認知症施
策の推進

国の「共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法」及び県の「認
知症施策推進計画」を受け、認知
症の発症を遅らせること（＝予防）と
認知症になっても尊厳を保持しつ
つ希望を持って日常生活を過ごせ
る社会（＝共生）を目指し、日常生
活圏域ごとの社会資源や、地域課
題の把握を行い、医療・介護サービ
スの適切な提供や連携を推進し、
地域の見守りなども含めた切れ目
のない支援体制の構築を進める。ま
た、認知症の人や家族の視点を重
視し、地域の共生の拠点づくり（認
知症カフェ、チームオレンジなど）を
推進する。

①地域の個別ケースや地域課題を把握
し、全世代を対象とした認知症サポー
ター養成講座の開催する
②市はステップアップ講座を開催する
③認知症ケアパスを積極的に活用する
④必要に応じて認知症連絡箋を活用す
る
⑤市は認知症を理解する教室及び認知
症カフェを開催する
⑥地域地域包括支援センターは、地域に
おいて認知症カフェを開催するとともにそ
の取組を拡充する
⑦認知症の人とその家族に対する個別
相談及び支援を行う。支援にあたっては
認知症初期集中支援事業を活用する
⑧市は認知症初期集中支援事業を実施
する
⑨市及び地域地域包括支援センターは、
ＳＯＳ見守りネットワーク「ほっと安心」つる
おか及び見守りシール「どこシル伝言板」
を周知啓発する。認知症の人とその家族
への支援に有効に活用する
⑩市はつるおかオレンジ手帳の方向性に
ついて検討する
⑪市と連携してチームオレンジの活動を
推進する

随時

随時
随時
随時
理解す
る教室
年6回
カフェ
月１回
毎月

随時

随時

随時

随時

随時

①②
随時
③１０
月

４. 地域ケア
会議の実施
と地域ケア
ネットワーク
体制の推進

地域ケア推進担当者（地域包括支
援センター専門職、生活支援コー
ディネーター、社会福祉協議会職
員、健康課保健師、市民福祉課職
員等）が連携しながら、日常生活圏
域ごとに地域ケア会議（個別会議）
を実施し、医療介護等の専門職、
民生委員、自治会長、NPO法人等
地域の多様な関係者が協働し、個
別ケースの自立支援・課題解決を
はじめ、地域課題の把握に努める。
また、総合事業の事業対象者を含
む要支援等認定者と要介護1、2を
対象に、専門職参加による市が主
催する自立支援型地域ケア会議に
出席し、高齢者が自立して暮らすこ
とができるためのケアマネジメント支
援や、自立を進めるために不可欠
な社会資源等の把握等に努める。
把握した地域課題の解決に向け、
地域ケアネットワーク会議等を町内
会等の小単位生活圏域で実開催
し、地域の保健、医療、福祉などの
多職種との協働や、インフォーマル
サービスなど様々な地域資源による
支援体制の構築を図る。

①市と連携し地域ケア推進合同会議を開
催する。会議では、地域課題とその解決
に向けた取組について相互に理解を深
め、連携を強化し、地域活動に活かす
②地域ケア会議に出席し、解決に必要な
資源開発や資源開発等に係る検討を行う
③地域ケアネットワーク会議を開催し、地
域の関係者と課題を共有し、その解決に
必要な仕組みづくりについて検討する
④地域ケア推進担当者会議を開催し、個
別ケースの把握と支援内容について共
有・検討する。必要に応じて地域ケア個
別会議を開催する。また、地域課題の共
有とその解決に必要な仕組みづくりにつ
いて検討し、地域に発信する
⑤自立支援型地域ケア会議に出席し、専
門職からの助言等を支援の中で実践す
る。その支援にあたり地域資源等を活用
するとともに地域課題や不足する資源の
把握及び掘り起こしを行う
⑥医療と介護の連携推進企画会議に出
席し、在宅医療・介護連携の強化に資す
る研修会等を企画し、積極的に参加する

年１回

随時

定期

定期

定期

随時

①随
時
②１２
月.２月
③上
半期
④７月
⑤随
時

５.総合的な
相談支援の
確立

高齢者等の様々な相談にワンストッ
プで応じ、適切な保健・医療・福祉
サービス、関係機関、さらには各種
制度や地域資源につなげる等の支
援を行う。
その際は重層的支援体制整備事業
の趣旨を踏まえ、相談者の属性や
世代に関わらず、全世代全対象型
の相談支援機関として、その相談を
受け止めるとともに、必要に応じて
多機関協働事業者(担当は鶴岡市
社会福祉協議会地域福祉課・各地
域福祉センター)につなぎ、関係機
関と協働した個別支援・世帯支援を
行う。

①各種相談をワンストップで受け付け、専
門職がチームで支援を行う

②学区社協事業や民生委員定例会議等
に参画し、要援護高齢者の情報を把握・
共有する

③地域包括支援センターの周知を図りな
がら、潜在している要援護者を把握し支
援につなげる

随時

随時

随時 随時

①認知症に関する地域資源情報提供
や受診勧奨、認知症予防に向けた継
続支援を行う。
②町内会単位での認知症サポーター
養成講座を開催する。
③百歳体操団体交流会を開催し、認
知症の方への対応等について共有す
る。

①暮らしやすい地域づくりのため、地
域組織や介護保険サービス事業所と
連携し、課題解決に向けた取り組みを
行う。
②自立支援型地域ケア会議への出
席。
③第三学区おだがいさま支え合いネッ
トの周知と担い手発掘に努める。
④田川地区地域座談会に参加する。
⑤湯田川地区住民座談会に参加す
る。

①社会的孤立や生活困窮、障害等の
課題に対して、関係機関との連携を図
り、課題解決に取り組む。
②民生委員定例会に参加する。
③通いの場に参加し、来れなくなった
方の状況を確認していく。



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

６.高齢者の
権利擁護の
推進

地域の住民、民生委員、介護支援
専門員などの支援だけでは十分に
問題が解決できない、適切なサー
ビス等につながる方法が見つからな
い等の困難な状況にある高齢者
が、地域において尊厳のある生活
を維持し、安心して生活を行うことが
できるよう、専門的・継続的な視点
から、成年後見制度の活用や高齢
者虐待対応、消費者被害の防止等
の高齢者の権利擁護のための支援
をしていく。

①国の高齢者虐待対応マニュアル及び
鶴岡市高齢者虐待対応・権利擁護業務
の手引きに基づき支援を行う

②社会福祉士定例会における高齢者虐
待事例や成年後見制度支援等に関する
事例検討のほか、権利擁護支援に関す
る研修会等の企画開催を通じて、支援力
の向上を図る

③鶴岡市成年後見制度中核機関と連携
し、市民等への制度の趣旨や相談窓口
の普及啓発、司法や福祉等多機関が協
働した相談支援体制の整備等に係る取
組を進める

通年

毎月

随時

①②
③④
随時

⑤６月

７.ケアマネ
ジメントの質
の向上・平
準化

高齢者の自立支援に向け、介護保
険事業者連絡協議会や医療機関
等と連携するとともに、介護支援専
門員の資質向上を図り、ケアマネジ
メント支援体制を強化する。
介護支援専門員のケアプラン内容
等を検証し、課題の把握に努めると
ともに介護保険制度の健全かつ円
滑な運営及びケアマネジメントの技
術的向上に取り組む。

①地域包括支援センターは、介護支援専
門員の相談窓口となり、助言及び指導を
行う

②市と連携し、介護支援専門員スキル
アップ研修を企画開催する

③市と連携し、居宅介護支援事業所主任
介護支援専門員の資質向上のための研
修会を企画開催する

④地域包括支援センターは、支援困難事
例等を抱える介護支援専門員への相談、
助言、指導を行う

⑤地域包括支援センターは、居宅介護支
援事業所等に対し、国等が示す支援マ
ニュアルなどの活用を促進するとともに相
談支援を行う

随時

1回

1回

随時

通年

随時

８.災害時要
支援高齢者
の把握と救
援支援

地域の災害リスクを事前に把握し、
地域防災組織等で作成する支援が
必要な高齢者の災害時避難支援体
制・救援体制について情報収集し
効率的、効果的支援につなげる。

①市は、災害時避難場所の周知と災害
時個別避難計画の作成支援などの避難
支援体制づくりを推進する。地域包括支
援センターは、担当地域の町内会、自治
会の避難場所の把握及び周知と避難支
援体制の確認・共有を行う

②市と連携し、地震、風水害などの災害
時の支援を行う

③地域防災組織等と連携し、高齢者の災
害時避難支援体制づくりの取組を進める

随時・
通年

発生時

随時

①②
③随
時
④⑤
定期

①災害時に自ら避難することが困難で支
援を要する高齢者の名簿作成等を行い、
把握に努める。
②個別訪問時避難先の確認を行う。
③民生委員と介護支援専門員と連絡をと
り、速やかに情報交換を行い災害対策マ
ニュアルに沿って対応する。
④災害対策マニュアルを年度末更新す
る。
⑤業務継続計画の定期的な更新を行う。

①成年後見制度普及のため、広報誌
への掲載や出前講座を行う。また、必
要時、成年後見制度の申し立て支援
を行う。
②地域住民や関係機関に対し、虐待
防止および予防啓発に努める。
③市と連携し、迅速に多職種で支援
するとともに事例検討を行い、対応力
向上に努める。
④関係機関と連携を図り、消費者被害
情報の把握および啓発活動を行う。
⑤エリア内居宅介護支援事業所に鶴
岡市成年後見センターの周知を行う。

①居宅介護支援事業所の主任介護支
援専門員と連携し、支援困難事例に
対応する。
②居宅介護支援事業所を訪問し、相
談しやすい体制づくりに努める。
③居宅介護支援事業所の主任介護支
援専門員と共同で事例検討会を開催
する。



地域包括支援センター名： 管理者名：

時期

１. 地域包
括支援セン
ターの機能
強化

高齢化の進展により、一人暮らし高
齢者や認知症高齢者等要援護高
齢者が増加の一途をたどる中で、
相談内容は多様化・深刻化してい
るため、各センターにおける活動の
質の向上を図ると共に、適切に保
健、医療、福祉サービスをはじめ、
各種制度や地域資源に繋ぎ、総合
相談の拠点として機能の強化を図
る。
市は、運営支援及び国が定める評
価指標に基づき進捗管理を行うと
共に、地域包括支援センター運営
協議会による評価とPDCAサイクル
の充実等により、継続的な評価・点
検を強化する。地域包括支援セン
ターの取組に関する情報公開を行
うことにより、市民に開かれた地域
包括支援センターを目指す。

①市はセンター職員対象の研修会の周
知を行う

②市はセンター職員の相談支援体制整
備を推進する

③市は地域包括支援センターヒアリング
を実施する

④市は地域包括支援センター運営協議
会を開催し、センターの運営状況に係る
点検を行い、センターの課題を踏まえた
機能強化策の検討を行う

⑤市及び各センターは地域包括支援セ
ンターの周知及び情報公開を行う

随時

随時

年1回

年1回

年度内

随時

随時

 
週１回

月１回

通年

通年

２. 介護予
防の推進

心身の機能低下及び生活機能低
下を予防し、要介護状態になること
を防ぐために、高齢者がセルフケア
できるように環境を整え、個人の取
組が継続できるよう支援を行うととも
に、個人の意欲を引き出し、興味、
関心に応じた地域資源、地域活動
と効果的なサービスを活用して目標
志向型ケアマネジメントを行う。
高齢者が元気な時からの切れ目な
い介護予防を継続するため、住民
運営の通いの場を充実させ、人と人
とのつながりを通じて、参加者や通
いの場が継続的かつ拡大していく
地域づくりを推進する。

①生活支援コーディネーターや介護予防
専門職と協働し、要支援認定者・事業対
象者の自立支援、生活機能の維持向上
に効果のある目標志向型の介護予防ケ
アマネジメントを行う
②新規事業対象者のアセスメントの実施
にあたり、リハビリテーション専門職の視
点を加え、生活自立期間の延伸とセルフ
ケアの獲得に資する介護予防ケアマネジ
メントを主体的に行う
③自治会等をはじめとする地域や生活支
援コーディネーターと連携し、高齢者等
が参加するサロンや通いの場等を地域に
拡大する
④通いの場等の参加者に対し、介護予
防等に関する周知啓発を行う。また、介
護予防専門職等と地域をつなぎ、介護予
防講座等を積極的に開催する
⑤市と連携し、介護予防ケアマネジメント
の資質向上に資する保健師等の研修会
を企画・開催する
⑥総合事業及びケアマネジメントの適正
な実施と居宅介護支援事業所等への的
確な助言・指導を行う

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

令和7年度　地域包括支援センター運営活動計画書

澁谷玲子

・アセスメント視点は専門職の意見も
参考にしながら、高齢者自身が目標志
向型で介護予防に取り組んでいく事
ができるよう、介護予防マネジメントを
行う。
・生活支援コーディネーター、町内
会、関係機関と連携して地域の通いの
場づくり、いきいき百歳体操の立ち上
げを働きかける。また、地域との関係が
希薄な高齢者に働きかけ、社会参加
の機会を促す。
・地域住民を対象に介護予防講座を
開催し、心身機能の低下予防、フレイ
ル対策の周知を促し、介護予防の意
欲を喚起する。また、未開催地域もあ
るので、手段の一つとして広報誌やＷ
ｅｂ版一般介護予防講座の活用を周知
し、主体的に介護予防に取り組めるよ
うに働きかける。
・保健師等会議や各種研修会を通し
情報共有及び専門職としての知識向
上に努める。

・地域包括支援センターの3職種の専
門研修、外部研修へ、オンライン研修
も含め積極的に参加する。
・相談体制においては、学区担当制と
しながらも、職種の専門性を活かし、
関係機関との連携も含め相談支援体
制を整備する。
・定期的に、地域包括支援センター内
定例会議で情報共有・検討し、責任体
制を明確にする。
・地域包括支援センターで内部研修
や定期的及び随時事例検討を実施す
る。
・鶴岡市の運営方針をふまえ事業を行
い、計画に沿って事業及び業務を実
施する。事業所内では業務運営自己
評価をもとに評価・点検を行い、改善
点を明らかにする。
・地域包括支援センター広報誌の内
容の充実化を図ると共に、Ｗｅｂ版の一
般介護予防講座のページに広報誌を
掲載する等し、多くの機会に地域包括
支援センターの周知を図る。

健楽園地域包括支援センター

重点事項 重点活動方針
全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

３.認知症施
策の推進

国の「共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法」及び県の「認
知症施策推進計画」を受け、認知
症の発症を遅らせること（＝予防）と
認知症になっても尊厳を保持しつ
つ希望を持って日常生活を過ごせ
る社会（＝共生）を目指し、日常生
活圏域ごとの社会資源や、地域課
題の把握を行い、医療・介護サービ
スの適切な提供や連携を推進し、
地域の見守りなども含めた切れ目
のない支援体制の構築を進める。ま
た、認知症の人や家族の視点を重
視し、地域の共生の拠点づくり（認
知症カフェ、チームオレンジなど）を
推進する。

①地域の個別ケースや地域課題を把握
し、全世代を対象とした認知症サポー
ター養成講座の開催する
②市はステップアップ講座を開催する
③認知症ケアパスを積極的に活用する
④必要に応じて認知症連絡箋を活用す
る
⑤市は認知症を理解する教室及び認知
症カフェを開催する
⑥地域地域包括支援センターは、地域に
おいて認知症カフェを開催するとともにそ
の取組を拡充する
⑦認知症の人とその家族に対する個別
相談及び支援を行う。支援にあたっては
認知症初期集中支援事業を活用する
⑧市は認知症初期集中支援事業を実施
する
⑨市及び地域地域包括支援センター
は、ＳＯＳ見守りネットワーク「ほっと安心」
つるおか及び見守りシール「どこシル伝
言板」を周知啓発する。認知症の人とそ
の家族への支援に有効に活用する
⑩市はつるおかオレンジ手帳の方向性に
ついて検討する
⑪市と連携してチームオレンジの活動を
推進する

随時

随時
随時
随時
理解す
る教室
年6回
カフェ
月１回
毎月

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

４. 地域ケア
会議の実施
と地域ケア
ネットワーク
体制の推進

地域ケア推進担当者（地域包括支
援センター専門職、生活支援コー
ディネーター、社会福祉協議会職
員、健康課保健師、市民福祉課職
員等）が連携しながら、日常生活圏
域ごとに地域ケア会議（個別会議）
を実施し、医療介護等の専門職、
民生委員、自治会長、NPO法人等
地域の多様な関係者が協働し、個
別ケースの自立支援・課題解決を
はじめ、地域課題の把握に努める。
また、総合事業の事業対象者を含
む要支援等認定者と要介護1、2を
対象に、専門職参加による市が主
催する自立支援型地域ケア会議に
出席し、高齢者が自立して暮らすこ
とができるためのケアマネジメント支
援や、自立を進めるために不可欠
な社会資源等の把握等に努める。
把握した地域課題の解決に向け、
地域ケアネットワーク会議等を町内
会等の小単位生活圏域で実開催
し、地域の保健、医療、福祉などの
多職種との協働や、インフォーマル
サービスなど様々な地域資源による
支援体制の構築を図る。

①市と連携し地域ケア推進合同会議を開
催する。会議では、地域課題とその解決
に向けた取組について相互に理解を深
め、連携を強化し、地域活動に活かす
②地域ケア会議に出席し、解決に必要な
資源開発や資源開発等に係る検討を行
う
③地域ケアネットワーク会議を開催し、地
域の関係者と課題を共有し、その解決に
必要な仕組みづくりについて検討する
④地域ケア推進担当者会議を開催し、個
別ケースの把握と支援内容について共
有・検討する。必要に応じて地域ケア個
別会議を開催する。また、地域課題の共
有とその解決に必要な仕組みづくりにつ
いて検討し、地域に発信する
⑤自立支援型地域ケア会議に出席し、専
門職からの助言等を支援の中で実践す
る。その支援にあたり地域資源等を活用
するとともに地域課題や不足する資源の
把握及び掘り起こしを行う
⑥医療と介護の連携推進企画会議に出
席し、在宅医療・介護連携の強化に資す
る研修会等を企画し、積極的に参加する

年１回

随時

定期

定期

定期

随時

月１回

月１回
～随
時

年２回

年２回

・地域の認知症に対するスキル向上を
目的に、町内会や圏域内の小団体な
どに向けて認知症サポーター養成講
座を周知し開催に向けて働きかける。
また、認知症を理解する教室の案内を
紹介する。
・第1小学校、第4小学校、第3中学校
（5月）での認知症サポーター養成講
座開催に向け地域ケア推進担当者や
地域の関係機関等と連携を図り、開催
する。
・地域の共生拠点づくりの一環として、
認知症の人や家族の視点を重視した
認知症カフェを継続開催する。参加者
には案内時に電話や便りを通してつな
がりを意識した働きかけを行う。
・認知症に関する相談では、認知症ケ
アパス、物忘れ相談医の周知や情報
連絡箋を活用しスムーズな相談対応
に努める。また、認知症初期集中支援
事業を活用し、ケース支援では適切な
対応に努める。
・あらゆる機会を活用し、認知症徘徊
SOS「ほっと安心」見守りネットつるおか
と「どこシル伝言板」の周知を図り、地
域の見守りと早期対応、発見につなげ
る。

・地域ケア推進担当者会議を定期的
に開催し、連携しながら地域ケアネット
ワーク会議の開催や地域課題の把
握、事業の進め方を協議する。
・地域ケア個別会議等を通して、住み
慣れた地域で暮らし続けられるよう認
知症や支援の必要な高齢者の見守り
体制構築につなげる。
・障害者相談支援センターを含めた会
議において、複合的な課題を抱えて
いるケースの情報を早い段階から専門
職と共有し、必要に応じて地域ケア個
別会議を開催、検討することで、より良
い支援へとつなげていく。また、個別
課題と第１学区、第４学区それぞれの
地域課題・社会資源を把握し、ネット
ワークの構築・連携の強化を図る。
・自立支援型地域ケア会議への事例
提出から地域課題を把握し、地域資
源の活用による自立に向けたケアマネ
ジメント力向上の支援に努める。
・医療と介護の連携研修会等へ参加し
関係性を強化させ、スムーズな多職種
との協働へとつなげていく。



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

５.総合的な
相談支援の
確立

高齢者等の様々な相談にワンストッ
プで応じ、適切な保健・医療・福祉
サービス、関係機関、さらには各種
制度や地域資源につなげる等の支
援を行う。
その際は重層的支援体制整備事業
の趣旨を踏まえ、相談者の属性や
世代に関わらず、全世代全対象型
の相談支援機関として、その相談を
受け止めるとともに、必要に応じて
多機関協働事業者(担当は鶴岡市
社会福祉協議会地域福祉課・各地
域福祉センター)につなぎ、関係機
関と協働した個別支援・世帯支援を
行う。

①各種相談をワンストップで受け付け、専
門職がチームで支援を行う

②学区社協事業や民生委員定例会議等
に参画し、要援護高齢者の情報を把握・
共有する

③地域包括支援センターの周知を図りな
がら、潜在している要援護者を把握し支
援につなげる

随時

随時

随時

随時

随時

通年

６.高齢者の
権利擁護の
推進

地域の住民、民生委員、介護支援
専門員などの支援だけでは十分に
問題が解決できない、適切なサー
ビス等につながる方法が見つからな
い等の困難な状況にある高齢者
が、地域において尊厳のある生活
を維持し、安心して生活を行うこと
ができるよう、専門的・継続的な視
点から、成年後見制度の活用や高
齢者虐待対応、消費者被害の防止
等の高齢者の権利擁護のための支
援をしていく。

①国の高齢者虐待対応マニュアル及び
鶴岡市高齢者虐待対応・権利擁護業務
の手引きに基づき支援を行う

②社会福祉士定例会における高齢者虐
待事例や成年後見制度支援等に関する
事例検討のほか、権利擁護支援に関す
る研修会等の企画開催を通じて、支援力
の向上を図る

③鶴岡市成年後見制度中核機関と連携
し、市民等への制度の趣旨や相談窓口
の普及啓発、司法や福祉等多機関が協
働した相談支援体制の整備等に係る取
組を進める

通年

毎月

随時

通年

随時

適宜

７.ケアマネ
ジメントの質
の向上・平
準化

高齢者の自立支援に向け、介護保
険事業者連絡協議会や医療機関
等と連携するとともに、介護支援専
門員の資質向上を図り、ケアマネジ
メント支援体制を強化する。
介護支援専門員のケアプラン内容
等を検証し、課題の把握に努めると
ともに介護保険制度の健全かつ円
滑な運営及びケアマネジメントの技
術的向上に取り組む。

①地域包括支援センターは、介護支援
専門員の相談窓口となり、助言及び指導
を行う

②市と連携し、介護支援専門員スキル
アップ研修を企画開催する

③市と連携し、居宅介護支援事業所主任
介護支援専門員の資質向上のための研
修会を企画開催する

④地域包括支援センターは、支援困難
事例等を抱える介護支援専門員への相
談、助言、指導を行う

⑤地域包括支援センターは、居宅介護
支援事業所等に対し、国等が示す支援
マニュアルなどの活用を促進するとともに
相談支援を行う

随時

1回

1回

随時

通年

通年

 
通年
年1回
　

　
随時

８.災害時要
支援高齢者
の把握と救
援支援

地域の災害リスクを事前に把握し、
地域防災組織等で作成する支援が
必要な高齢者の災害時避難支援
体制・救援体制について情報収集
し効率的、効果的支援につなげる。

①市は、災害時避難場所の周知と災害
時個別避難計画の作成支援などの避難
支援体制づくりを推進する。地域包括支
援センターは、担当地域の町内会、自治
会の避難場所の把握及び周知と避難支
援体制の確認・共有を行う

②市と連携し、地震、風水害などの災害
時の支援を行う

③地域防災組織等と連携し、高齢者の災
害時避難支援体制づくりの取組を進める

随時・
通年

発生時

随時

通年

通年

随時

随時

随時

・第1学区は防災福祉ネットワークの構築
に向け、地域役員、地域ケア推進担当者
で、支援が必要な高齢者の把握や避難支
援体制の効果的支援について協働で取
組を進めていく。
・第4学区ではマップ作りを通し、町内会役
員と共に支援が必要な高齢者の把握や避
難支援体制づくりの取組を進めていく。
・各町内会ごと一次避難先、二次避難先を
明確にし、課題について地域と情報共有
し、有事の際に備える。
・地域のサロン等に出向いた際は避難所
や避難方法等の周知を図る。
・地震、風水害などの災害時は市や地域
防災組織等と連携し支援協力する。

・各種研修に参加し専門職としての資
質向上に努め、チームで検討し対応
する。複雑多様化した相談はワンストッ
プで受け付け、必要に応じて関係機
関とそれぞれの役割を理解し連携を
図る。
・民生委員定例会議へ定期的に出席
し、相談窓口として周知する。潜在し
ている支援が必要な高齢者の情報収
集と共有の後、早期に適切な支援に
繋げる。
・多くの機会で総合相談窓口としての
周知を図る。地域包括支援センターの
広報誌をWeb版の一般介護予防講座
へ掲載し、幅広い範囲に周知を図る。

・高齢者虐待の対応については、国や
鶴岡市のマニュアルに基づき、市や専
門職で検討し支援する。
・社会福祉士定例会や事例検討会、
また包括内の権利擁護に関する研修
を定期的に行い、自己研鑽により資質
向上を図る。
・多くの機会において権利擁護に係る
啓発を行う。また、地域包括支援セン
ターの広報誌を用いて啓発する。

・介護支援専門員の相談窓口として課
題の把握に努め、随時情報交換、情
報提供し連携を図る。
・市と連携し、研修会の企画、運営を
行う。
・地域包括支援センター担当圏域の
主任介護支援専門員と合同研修会を
企画開催する。合同研修会では、地
域の介護支援専門員同士顔の見える
関係の構築、質の向上、また業務に活
かせる内容の研修会開催を目指す。
・介護支援専門員からの支援困難事
例への対応は、マニュアルに沿い、必
要に応じ関係機関とも情報共有、連携
し支援する。また、担当介護支援専門
員の気づきを促す支援を行う。



地域包括支援センター名： 管理者名：

時期

１. 地域包
括支援セン
ターの機能
強化

高齢化の進展により、一人暮らし
高齢者や認知症高齢者等要援
護高齢者が増加の一途をたどる
中で、相談内容は多様化・深刻
化しているため、各センターにお
ける活動の質の向上を図ると共
に、適切に保健、医療、福祉
サービスをはじめ、各種制度や
地域資源に繋ぎ、総合相談の拠
点として機能の強化を図る。
市は、運営支援及び国が定める
評価指標に基づき進捗管理を行
うと共に、地域包括支援センター
運営協議会による評価とPDCA
サイクルの充実等により、継続的
な評価・点検を強化する。地域包
括支援センターの取組に関する
情報公開を行うことにより、市民
に開かれた地域包括支援セン
ターを目指す。

①市はセンター職員対象の研修会の周
知を行う

②市はセンター職員の相談支援体制整
備を推進する

③市は地域包括支援センターヒアリング
を実施する

④市は地域包括支援センター運営協議
会を開催し、センターの運営状況に係る
点検を行い、センターの課題を踏まえた
機能強化策の検討を行う

⑤市及び各センターは地域包括支援セ
ンターの周知及び情報公開を行う

随時

随時

年1回

年1回

年度内

随時

通年

年1回

通年

２. 介護予
防の推進

心身の機能低下及び生活機能
低下を予防し、要介護状態にな
ることを防ぐために、高齢者がセ
ルフケアできるように環境を整
え、個人の取組が継続できるよう
支援を行うとともに、個人の意欲
を引き出し、興味、関心に応じた
地域資源、地域活動と効果的な
サービスを活用して目標志向型
ケアマネジメントを行う。
高齢者が元気な時からの切れ目
ない介護予防を継続するため、
住民運営の通いの場を充実さ
せ、人と人とのつながりを通じて、
参加者や通いの場が継続的か
つ拡大していく地域づくりを推進
する。

①生活支援コーディネーターや介護予防
専門職と協働し、要支援認定者・事業対
象者の自立支援、生活機能の維持向上
に効果のある目標志向型の介護予防ケ
アマネジメントを行う
②新規事業対象者のアセスメントの実施
にあたり、リハビリテーション専門職の視
点を加え、生活自立期間の延伸とセルフ
ケアの獲得に資する介護予防ケアマネジ
メントを主体的に行う
③自治会等をはじめとする地域や生活支
援コーディネーターと連携し、高齢者等
が参加するサロンや通いの場等を地域に
拡大する
④通いの場等の参加者に対し、介護予
防等に関する周知啓発を行う。また、介
護予防専門職等と地域をつなぎ、介護予
防講座等を積極的に開催する
⑤市と連携し、介護予防ケアマネジメント
の資質向上に資する保健師等の研修会
を企画・開催する
⑥総合事業及びケアマネジメントの適正
な実施と居宅介護支援事業所等への的
確な助言・指導を行う

随時

随時

随時

随時

随時

随時

通年

随時

通年

随時

随時
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清和ゆう

①要支援認定者・事業対象者の介護
予防ケアマネジメントの実施及び委託
ケースのマネジメントを支援をする。
②目標志向型やリハビリテーション専
門職の視点を活用できるように、内部
で確認しながら、実践できるように勧め
ていく。
③サロンの立ち上げ、休止中の活動
再開支援を地域ケア推進担当者と協
働して行われるよう働きかける。定期的
にサロン等の地域で介護予防講座の
開催や情報提供を行い、地域住民へ
の予防の意識づけを図っていく。
④介護予防ケアマネジメントの資質向
上に資する保健師等の研修会に参加
または、内部研修にて情報共有をす
る。
⑤介護予防ケアマネジメントマニュア
ル改訂版を随時確認し、各専門職の
理解の統一を図り、適切なマネジメント
の実施及び委託ケアマネへの後方支
援を行う。

①外部研修会に積極的に参加し、そ
の内容を包括内部間で伝達研修を行
うことにより、職員の資質向上を図る。
②3職種がチームとなって関わり、ま
た、関係機関との連携を図りながら適
切な相談支援を行う。
③市のヒヤリング評価や運営活動評価
を踏まえて、計画作成、点検を行う。
④ホームページをによる情報公開、お
よび地域に積極的に出向き、チラシ等
を活用しながら、地域包括支援セン
ターの周知活動を継続して行う。

永寿荘地域包括支援センター

重点事項 重点活動方針
全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

３.認知症施
策の推進

国の「共生社会の実現を推進す
るための認知症基本法」及び県
の「認知症施策推進計画」を受
け、認知症の発症を遅らせること
（＝予防）と認知症になっても尊
厳を保持しつつ希望を持って日
常生活を過ごせる社会（＝共生）
を目指し、日常生活圏域ごとの
社会資源や、地域課題の把握を
行い、医療・介護サービスの適切
な提供や連携を推進し、地域の
見守りなども含めた切れ目のな
い支援体制の構築を進める。ま
た、認知症の人や家族の視点を
重視し、地域の共生の拠点づくり
（認知症カフェ、チームオレンジ
など）を推進する。

①地域の個別ケースや地域課題を把握
し、全世代を対象とした認知症サポー
ター養成講座の開催する
②市はステップアップ講座を開催する
③認知症ケアパスを積極的に活用する
④必要に応じて認知症連絡箋を活用す
る
⑤市は認知症を理解する教室及び認知
症カフェを開催する
⑥地域地域包括支援センターは、地域に
おいて認知症カフェを開催するとともにそ
の取組を拡充する
⑦認知症の人とその家族に対する個別
相談及び支援を行う。支援にあたっては
認知症初期集中支援事業を活用する
⑧市は認知症初期集中支援事業を実施
する
⑨市及び地域地域包括支援センター
は、ＳＯＳ見守りネットワーク「ほっと安心」
つるおか及び見守りシール「どこシル伝
言板」を周知啓発する。認知症の人とそ
の家族への支援に有効に活用する
⑩市はつるおかオレンジ手帳の方向性に
ついて検討する
⑪市と連携してチームオレンジの活動を
推進する

随時

随時
随時
随時
理解す
る教室
年6回
カフェ
月１回
毎月

随時

随時

随時

随時

随時

通年

随時

随時

随時

毎月

随時

４. 地域ケア
会議の実施
と地域ケア
ネットワーク
体制の推進

地域ケア推進担当者（地域包括
支援センター専門職、生活支援
コーディネーター、社会福祉協
議会職員、健康課保健師、市民
福祉課職員等）が連携しながら、
日常生活圏域ごとに地域ケア会
議（個別会議）を実施し、医療介
護等の専門職、民生委員、自治
会長、NPO法人等地域の多様な
関係者が協働し、個別ケースの
自立支援・課題解決をはじめ、地
域課題の把握に努める。また、総
合事業の事業対象者を含む要
支援等認定者と要介護1、2を対
象に、専門職参加による市が主
催する自立支援型地域ケア会議
に出席し、高齢者が自立して暮
らすことができるためのケアマネ
ジメント支援や、自立を進めるた
めに不可欠な社会資源等の把
握等に努める。把握した地域課
題の解決に向け、地域ケアネット
ワーク会議等を町内会等の小単
位生活圏域で実開催し、地域の
保健、医療、福祉などの多職種と
の協働や、インフォーマルサービ
スなど様々な地域資源による支

①市と連携し地域ケア推進合同会議を開
催する。会議では、地域課題とその解決
に向けた取組について相互に理解を深
め、連携を強化し、地域活動に活かす
②地域ケア会議に出席し、解決に必要な
資源開発や資源開発等に係る検討を行
う
③地域ケアネットワーク会議を開催し、地
域の関係者と課題を共有し、その解決に
必要な仕組みづくりについて検討する
④地域ケア推進担当者会議を開催し、個
別ケースの把握と支援内容について共
有・検討する。必要に応じて地域ケア個
別会議を開催する。また、地域課題の共
有とその解決に必要な仕組みづくりにつ
いて検討し、地域に発信する
⑤自立支援型地域ケア会議に出席し、専
門職からの助言等を支援の中で実践す
る。その支援にあたり地域資源等を活用
するとともに地域課題や不足する資源の
把握及び掘り起こしを行う
⑥医療と介護の連携推進企画会議に出
席し、在宅医療・介護連携の強化に資す
る研修会等を企画し、積極的に参加する

年１回

随時

定期

定期

定期

随時

月1回

随時

随時

開催
時

５.総合的な
相談支援の
確立

高齢者等の様々な相談にワンス
トップで応じ、適切な保健・医療・
福祉サービス、関係機関、さらに
は各種制度や地域資源につな
げる等の支援を行う。
その際は重層的支援体制整備
事業の趣旨を踏まえ、相談者の
属性や世代に関わらず、全世代
全対象型の相談支援機関とし
て、その相談を受け止めるととも
に、必要に応じて多機関協働事
業者(担当は鶴岡市社会福祉協
議会地域福祉課・各地域福祉セ
ンター)につなぎ、関係機関と協
働した個別支援・世帯支援を行
う。

①各種相談をワンストップで受け付け、専
門職がチームで支援を行う

②学区社協事業や民生委員定例会議等
に参画し、要援護高齢者の情報を把握・
共有する

③地域包括支援センターの周知を図りな
がら、潜在している要援護者を把握し支
援につなげる

随時

随時

随時

通年

随時

随時

①地域住民を対象に認知症サポー
ター養成講座を開催し、認知症の正し
い知識と対応方法を学ぶことで、地域
内における認知症の早期発見・支え
合いの地域づくりに繋ぐ。小学校・中
学校へのサポーター養成講座の実施
の働きかけを行う。
②本人や家族から認知症に関する相
談を受けた際には、認知症関連の事
業・制度（連絡箋、ほっと安心つるお
か、どこシル伝言板等）を必要に応じ
て紹介する。
③認知症が原因で支援が困難と判断
したケースについては、早期に初期集
中支援チームに繋ぎ、適切なアドバイ
スのもと支援を行う。
④認知症地域支援推進員の活動支援
と協力を行う。
⑤認知症カフェの内容の企画や参加
の呼びかけなど、運営に継続的に関
わり、気軽に集まれる地域に開かれた
カフェ活動を展開する。
⑥チームオレンジとの連携を図り、認
知症予防普及啓発活動を推進する。

①地域ケア推進担当者会議を毎月開
催し、地域活動の確認、課題の把握
や情報交換、個別ケース検討等を実
施することで、各関係機関の連携を深
める。

②学区・地区社協等と連携し、地域ケ
アネットワーク会議の開催を支援する。
また、町内会単位で地域ケア会議を
開催し、地域課題を把握するとともに、
町内会や民生委員等との連携を深め
る。

③地域ケア個別会議や自立支援型地
域ケア会議によって明らかになった個
別課題を通して、地域課題の把握に
努め、ニーズに対応した地域支援を行
う。

④医療と介護の連携研修会に参加す
る。

①高齢者等からの相談に対して、まず
は受け止め、内容に応じて適切な関
係機関につなぎ、協働して対応する。

②民協定例会や地域ケア会議に継続
的に参加し、要援護高齢者や潜在し
ている要援護者の情報を関係者間で
共有し、迅速な支援につなげる。

③地域の会議やサロン等の場で継続
的に包括の周知活動を実施することに
より、地域に潜在する要援護者を含む
幅広く住民に知っていただき、迅速な
支援につなげる。



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

６.高齢者の
権利擁護の
推進

地域の住民、民生委員、介護支
援専門員などの支援だけでは十
分に問題が解決できない、適切
なサービス等につながる方法が
見つからない等の困難な状況に
ある高齢者が、地域において尊
厳のある生活を維持し、安心して
生活を行うことができるよう、専門
的・継続的な視点から、成年後
見制度の活用や高齢者虐待対
応、消費者被害の防止等の高齢
者の権利擁護のための支援をし
ていく。

①国の高齢者虐待対応マニュアル及び
鶴岡市高齢者虐待対応・権利擁護業務
の手引きに基づき支援を行う

②社会福祉士定例会における高齢者虐
待事例や成年後見制度支援等に関する
事例検討のほか、権利擁護支援に関す
る研修会等の企画開催を通じて、支援力
の向上を図る

③鶴岡市成年後見制度中核機関と連携
し、市民等への制度の趣旨や相談窓口
の普及啓発、司法や福祉等多機関が協
働した相談支援体制の整備等に係る取
組を進める

通年

毎月

随時

通年

年度
内

随時

７.ケアマネ
ジメントの質
の向上・平
準化

高齢者の自立支援に向け、介護
保険事業者連絡協議会や医療
機関等と連携するとともに、介護
支援専門員の資質向上を図り、
ケアマネジメント支援体制を強化
する。
介護支援専門員のケアプラン内
容等を検証し、課題の把握に努
めるとともに介護保険制度の健
全かつ円滑な運営及びケアマネ
ジメントの技術的向上に取り組
む。

①地域包括支援センターは、介護支援
専門員の相談窓口となり、助言及び指導
を行う

②市と連携し、介護支援専門員スキル
アップ研修を企画開催する

③市と連携し、居宅介護支援事業所主任
介護支援専門員の資質向上のための研
修会を企画開催する

④地域包括支援センターは、支援困難
事例等を抱える介護支援専門員への相
談、助言、指導を行う

⑤地域包括支援センターは、居宅介護
支援事業所等に対し、国等が示す支援
マニュアルなどの活用を促進するとともに
相談支援を行う

随時

1回

1回

随時

通年

随時

随時

随時

８.災害時要
支援高齢者
の把握と救
援支援

地域の災害リスクを事前に把握
し、地域防災組織等で作成する
支援が必要な高齢者の災害時
避難支援体制・救援体制につい
て情報収集し効率的、効果的支
援につなげる。

①市は、災害時避難場所の周知と災害
時個別避難計画の作成支援などの避難
支援体制づくりを推進する。地域包括支
援センターは、担当地域の町内会、自治
会の避難場所の把握及び周知と避難支
援体制の確認・共有を行う

②市と連携し、地震、風水害などの災害
時の支援を行う

③地域防災組織等と連携し、高齢者の災
害時避難支援体制づくりの取組を進める

随時・
通年

発生時

随時

随時

年度
内

通年

①災害時避難場所の把握と避難支援体
制の確認をする。サロン等の場で担当地
域の避難場所の周知をする。

②災害マニュアルの見直しを行う。

③地域で推進する防災体制の整備を支援
する。

①実際の高齢者虐待事例をもとに、包
括内部で研修会を実施し、虐待の早
期発見と対応スキルの向上を図る。

②社会福祉士が外部の研修で学んだ
ことを包括内部で伝達研修として実施
し、権利擁護に関する専門知識を包
括全体で深める。

③認知症のある独居高齢者やその家
族、担当しているケアマネ等、制度の
利用が望ましいケースに対し、成年後
見制度の情報を提供し、必要であれ
ば申し立て支援を行う。

①居宅介護支援事業所や小規模多
機能に所属する介護支援専門員に対
し、マネジメントに必要なスキルアップ
研修や情報提供を行い、対応が困難
な場面でも迅速に相談ができる関係
性をつくる。

②支援困難ケースでは、マニュアル等
を活用し、関係機関との連携を図りな
がら、解決に向けてケアマネの後方支
援を行う。

③委託のマネジメントについて、サー
ビス担当者会議に参加しながら、ケア
マネからの確認や相談に対応してい
く。



地域包括支援センター名： 管理者名：

時期

１. 地域包
括支援セン
ターの機能
強化

高齢化の進展により、一人暮らし高
齢者や認知症高齢者等要援護高
齢者が増加の一途をたどる中で、
相談内容は多様化・深刻化してい
るため、各センターにおける活動の
質の向上を図ると共に、適切に保
健、医療、福祉サービスをはじめ、
各種制度や地域資源に繋ぎ、総合
相談の拠点として機能の強化を図
る。
市は、運営支援及び国が定める評
価指標に基づき進捗管理を行うと
共に、地域包括支援センター運営
協議会による評価とPDCAサイクル
の充実等により、継続的な評価・点
検を強化する。地域包括支援セン
ターの取組に関する情報公開を行
うことにより、市民に開かれた地域
包括支援センターを目指す。

①市はセンター職員対象の研修会の周
知を行う

②市はセンター職員の相談支援体制整
備を推進する

③市は地域包括支援センターヒアリング
を実施する

④市は地域包括支援センター運営協議
会を開催し、センターの運営状況に係る
点検を行い、センターの課題を踏まえた
機能強化策の検討を行う

⑤市及び各センターは地域包括支援セ
ンターの周知及び情報公開を行う

随時

随時

年1回

年1回

年度内

随時

9月

　

年度内

２. 介護予
防の推進

心身の機能低下及び生活機能低
下を予防し、要介護状態になること
を防ぐために、高齢者がセルフケア
できるように環境を整え、個人の取
組が継続できるよう支援を行うととも
に、個人の意欲を引き出し、興味、
関心に応じた地域資源、地域活動
と効果的なサービスを活用して目標
志向型ケアマネジメントを行う。
高齢者が元気な時からの切れ目な
い介護予防を継続するため、住民
運営の通いの場を充実させ、人と人
とのつながりを通じて、参加者や通
いの場が継続的かつ拡大していく
地域づくりを推進する。

①生活支援コーディネーターや介護予防
専門職と協働し、要支援認定者・事業対
象者の自立支援、生活機能の維持向上
に効果のある目標志向型の介護予防ケ
アマネジメントを行う
②新規事業対象者のアセスメントの実施
にあたり、リハビリテーション専門職の視
点を加え、生活自立期間の延伸とセルフ
ケアの獲得に資する介護予防ケアマネジ
メントを主体的に行う
③自治会等をはじめとする地域や生活支
援コーディネーターと連携し、高齢者等
が参加するサロンや通いの場等を地域に
拡大する
④通いの場等の参加者に対し、介護予
防等に関する周知啓発を行う。また、介
護予防専門職等と地域をつなぎ、介護予
防講座等を積極的に開催する
⑤市と連携し、介護予防ケアマネジメント
の資質向上に資する保健師等の研修会
を企画・開催する
⑥総合事業及びケアマネジメントの適正
な実施と居宅介護支援事業所等への的
確な助言・指導を行う

随時

随時

随時

随時

随時

随時

定期・
随時

随時

随時

随時

随時

随時

令和7年度　地域包括支援センター運営活動計画書

佐藤　奈保子

・要支援認定者・事業対象者について適
時包括内や推進担当者会議で情報共有
し、自立支援型地域ケア会議も活用しなが
ら、目標志向型の介護予防ケアマネジメン
トを行う。
・新規事業対象者の生活自立期間の延伸
とセルフケアの獲得を目指し、リハビリテー
ション専門職の視点を加味し、アセスメント
を実施する。
・地域の実情や課題を把握しながら、生活
支援コーディネーターや関係機関・団体と
連携し通いの場等の拡大に努める。
・サロンや老人クラブ等、地域高齢者が集
まる場所へ出向き、介護予防の普及啓発
を行う。その中で生活支援コーディネー
ターと連携し、フレイル状態の高齢者を早
期に把握し、個人・団体がより効果的な介
護予防活動を継続できるよう専門職と連携
し支援する。
・定例会で介護予防ケアマネジメント研修
会の開催を検討する。定例会や自立支援
型地域ケア会議を活用し、個のケアマネジ
メントの向上に努める。
・様々な会議での学びや地域課題は地域
ケア推進担当者と情報共有し連携を図る。
・総合事業やケアマネジメントについて適
切に実施できるように研修等を通して学
び、居宅介護支援事業所等と情報共有
し、必要時働きかけていく。

・職員個々が事業所内の研修計画に
沿い研修に参加し、職員間で情報共
有しながら、必要な方に適切な支援が
届くよう、センターの質の向上を図る。
・身近な地域の総合相談の拠点とし
て、多様化する相談業務に対応できる
よう、他機関の役割を理解し連携して
ワンストップの相談窓口を目指す。
・一年の半期に職員間で活動計画の
事業内容の進歩状況評価を確認しな
がら事業を進められるようにする。
・地域ケア推進担当者会議で情報共
有しながら相談支援にあたり、複合的
な課題について重層支援体制整備へ
繋ぐ等検討を重ねる。
・住民が地域の総合相談窓口を把握
することができるよう地域回覧や地域
のあらゆる機会に出向き、ホームペー
ジを活用しながら包括の周知を進め
る。
・包括が円滑に運営できるよう地域の
課題や事業の問題点等、地域包括ケ
ア推進課と情報提供したり、包括連絡
会ヒアリング等で意見交換できるように
する。

鶴岡西地域包括支援センター

重点事項 重点活動方針
全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

３.認知症施
策の推進

国の「共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法」及び県の「認
知症施策推進計画」を受け、認知
症の発症を遅らせること（＝予防）と
認知症になっても尊厳を保持しつ
つ希望を持って日常生活を過ごせ
る社会（＝共生）を目指し、日常生
活圏域ごとの社会資源や、地域課
題の把握を行い、医療・介護サービ
スの適切な提供や連携を推進し、
地域の見守りなども含めた切れ目
のない支援体制の構築を進める。ま
た、認知症の人や家族の視点を重
視し、地域の共生の拠点づくり（認
知症カフェ、チームオレンジなど）を
推進する。

①地域の個別ケースや地域課題を把握
し、全世代を対象とした認知症サポー
ター養成講座の開催する
②市はステップアップ講座を開催する
③認知症ケアパスを積極的に活用する
④必要に応じて認知症連絡箋を活用す
る
⑤市は認知症を理解する教室及び認知
症カフェを開催する
⑥地域地域包括支援センターは、地域に
おいて認知症カフェを開催するとともにそ
の取組を拡充する
⑦認知症の人とその家族に対する個別
相談及び支援を行う。支援にあたっては
認知症初期集中支援事業を活用する
⑧市は認知症初期集中支援事業を実施
する
⑨市及び地域地域包括支援センターは、
ＳＯＳ見守りネットワーク「ほっと安心」つる
おか及び見守りシール「どこシル伝言板」
を周知啓発する。認知症の人とその家族
への支援に有効に活用する
⑩市はつるおかオレンジ手帳の方向性に
ついて検討する
⑪市と連携してチームオレンジの活動を
推進する

随時

随時
随時
随時
理解す
る教室
年6回
カフェ
月１回
毎月

随時

随時

随時

随時

随時

随時

　
毎月

　
年度内

　

随時

４. 地域ケア
会議の実施
と地域ケア
ネットワーク
体制の推進

地域ケア推進担当者（地域包括支
援センター専門職、生活支援コー
ディネーター、社会福祉協議会職
員、健康課保健師、市民福祉課職
員等）が連携しながら、日常生活圏
域ごとに地域ケア会議（個別会議）
を実施し、医療介護等の専門職、
民生委員、自治会長、NPO法人等
地域の多様な関係者が協働し、個
別ケースの自立支援・課題解決を
はじめ、地域課題の把握に努める。
また、総合事業の事業対象者を含
む要支援等認定者と要介護1、2を
対象に、専門職参加による市が主
催する自立支援型地域ケア会議に
出席し、高齢者が自立して暮らすこ
とができるためのケアマネジメント支
援や、自立を進めるために不可欠
な社会資源等の把握等に努める。
把握した地域課題の解決に向け、
地域ケアネットワーク会議等を町内
会等の小単位生活圏域で実開催
し、地域の保健、医療、福祉などの
多職種との協働や、インフォーマル
サービスなど様々な地域資源による
支援体制の構築を図る。

①市と連携し地域ケア推進合同会議を開
催する。会議では、地域課題とその解決
に向けた取組について相互に理解を深
め、連携を強化し、地域活動に活かす
②地域ケア会議に出席し、解決に必要な
資源開発や資源開発等に係る検討を行う
③地域ケアネットワーク会議を開催し、地
域の関係者と課題を共有し、その解決に
必要な仕組みづくりについて検討する
④地域ケア推進担当者会議を開催し、個
別ケースの把握と支援内容について共
有・検討する。必要に応じて地域ケア個
別会議を開催する。また、地域課題の共
有とその解決に必要な仕組みづくりにつ
いて検討し、地域に発信する
⑤自立支援型地域ケア会議に出席し、専
門職からの助言等を支援の中で実践す
る。その支援にあたり地域資源等を活用
するとともに地域課題や不足する資源の
把握及び掘り起こしを行う
⑥医療と介護の連携推進企画会議に出
席し、在宅医療・介護連携の強化に資す
る研修会等を企画し、積極的に参加する

年１回

随時

定期

定期

定期

随時

定期

定期

　

　
5月・2

月

５.総合的な
相談支援の
確立

高齢者等の様々な相談にワンストッ
プで応じ、適切な保健・医療・福祉
サービス、関係機関、さらには各種
制度や地域資源につなげる等の支
援を行う。
その際は重層的支援体制整備事業
の趣旨を踏まえ、相談者の属性や
世代に関わらず、全世代全対象型
の相談支援機関として、その相談を
受け止めるとともに、必要に応じて
多機関協働事業者(担当は鶴岡市
社会福祉協議会地域福祉課・各地
域福祉センター)につなぎ、関係機
関と協働した個別支援・世帯支援を
行う。

①各種相談をワンストップで受け付け、専
門職がチームで支援を行う

②学区社協事業や民生委員定例会議等
に参画し、要援護高齢者の情報を把握・
共有する

③地域包括支援センターの周知を図りな
がら、潜在している要援護者を把握し支
援につなげる

随時

随時

随時

通年

　

　

・関係機関と連携しながら、介護予防
講座や地域の集まりも活用し、多世代
へ認知症サポーター養成講座を開催
する。
・認知症カフェ「びわがーでん」で当事
者の活動の場、介護者同士の交流の
場となり地域住民が認知症の理解を
深められるよう運営を図る。また、関係
機関と地域のボランティアと協働して
いく。
・同地域の運営休止している認知症カ
フェにおいて、共に検討し開催の方法
を一緒に考え、協働可能なことを考え
ていく。
・地域の様々な集まりの機会で、認知
症関連事業の周知を図る。
・認知症の人とその家族の各種相談に
対し、適切な関係機関・医療に繋ぎ切
目のない支援を継続する。
・認知症に関する様々な制度や事業
運用について、随時センター間で共
有し、必要時市へ確認しながら適切運
用になるよう進める。

・地域ケア推進担当者会議を各地区
ごとに定例開催し、地域の現状や課
題、個や世帯ケースからの地域課題も
共通認識し、関係団体へ働きかけなが
ら地域福祉の向上を目指していく。
・民生委員定例会や情報交換会等に
参加し、日頃の見守り活動をしている
民生委員からの情報をすいあげ支援
に繋げる。また、関係機関と連携図り
ながら地域資源の検討や課題解決に
向けて働きかけ、地域ケアネットワーク
体制を構築する。
・自立支援型地域ケア会議から地域
課題を把握し、生活支援コーディネー
ターが把握している社会資源を情報
提供、不足な資源を推進担当者間で
共有し、地域活動に繋げられるように
働きかける。

・様々な相談に対し相談内容や実態
を確認しながら、地域ケア推進担当者
と共有連携し、内容によっては重層的
支援体制整備事業に繋ぎ検討をす
る。　　　　　　　　　　　　　・地域のネット
ワーク構築が進められるよう個人情報
取り扱いには十分留意しながら日頃か
ら民生委員と情報共有し適切な支援
に繋げる。
・地域の様々事業へ生活支援コーディ
ネーターと出向き、センターの周知や
通いの場から遠のいている方等早期
フレイル予防の視点を持ちながら、地
域の身近な総合相談窓口の拠点を目
指す。



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

６.高齢者の
権利擁護の
推進

地域の住民、民生委員、介護支援
専門員などの支援だけでは十分に
問題が解決できない、適切なサー
ビス等につながる方法が見つからな
い等の困難な状況にある高齢者
が、地域において尊厳のある生活
を維持し、安心して生活を行うことが
できるよう、専門的・継続的な視点
から、成年後見制度の活用や高齢
者虐待対応、消費者被害の防止等
の高齢者の権利擁護のための支援
をしていく。

①国の高齢者虐待対応マニュアル及び
鶴岡市高齢者虐待対応・権利擁護業務
の手引きに基づき支援を行う

②社会福祉士定例会における高齢者虐
待事例や成年後見制度支援等に関する
事例検討のほか、権利擁護支援に関す
る研修会等の企画開催を通じて、支援力
の向上を図る

③鶴岡市成年後見制度中核機関と連携
し、市民等への制度の趣旨や相談窓口
の普及啓発、司法や福祉等多機関が協
働した相談支援体制の整備等に係る取
組を進める

通年

毎月

随時

定期

随時

随時

随時

７.ケアマネ
ジメントの質
の向上・平
準化

高齢者の自立支援に向け、介護保
険事業者連絡協議会や医療機関
等と連携するとともに、介護支援専
門員の資質向上を図り、ケアマネジ
メント支援体制を強化する。
介護支援専門員のケアプラン内容
等を検証し、課題の把握に努めると
ともに介護保険制度の健全かつ円
滑な運営及びケアマネジメントの技
術的向上に取り組む。

①地域包括支援センターは、介護支援専
門員の相談窓口となり、助言及び指導を
行う

②市と連携し、介護支援専門員スキル
アップ研修を企画開催する

③市と連携し、居宅介護支援事業所主任
介護支援専門員の資質向上のための研
修会を企画開催する

④地域包括支援センターは、支援困難事
例等を抱える介護支援専門員への相談、
助言、指導を行う

⑤地域包括支援センターは、居宅介護支
援事業所等に対し、国等が示す支援マ
ニュアルなどの活用を促進するとともに相
談支援を行う

随時

1回

1回

随時

通年

定期・
随時

８月・
10月

必要
時

随時

随時

８.災害時要
支援高齢者
の把握と救
援支援

地域の災害リスクを事前に把握し、
地域防災組織等で作成する支援が
必要な高齢者の災害時避難支援体
制・救援体制について情報収集し
効率的、効果的支援につなげる。

①市は、災害時避難場所の周知と災害
時個別避難計画の作成支援などの避難
支援体制づくりを推進する。地域包括支
援センターは、担当地域の町内会、自治
会の避難場所の把握及び周知と避難支
援体制の確認・共有を行う

②市と連携し、地震、風水害などの災害
時の支援を行う

③地域防災組織等と連携し、高齢者の災
害時避難支援体制づくりの取組を進める

随時・
通年

発生時

随時

随時・通年・BCPの作成における緊急連絡先や安否
確認の優先順位の台帳確認を行い、有事
の際に備える。
・担当地域の津波、洪水等のハザードマッ
プを職員間で共有する。
・避難行動要支援者個別避難計画の作成
協力や、担当地域の要援護者の災害時の
避難体制、取り組みを把握し避難体制作り
の働きかけを行う。

・支援困難な相談に対応できるよう、専
門職の研修会と事例検討には参加
し、資質向上を図る。
・民協定例会や地域活動において高
齢者の権利擁護、高齢者虐待につい
て周知し、地域の高齢者が安心して暮
らす事ができるよう、常日頃からの関
係機関の関係構築を図る。
・消費者被害防止等の周知を地域活
動の中に取り入れ、啓発に励む。
・成年後見制度について、地域課題を
伝達できるよう業務にあたり、高齢者の
権利擁護の推進を積極的に図れるよう
自己研鑽に励む。

・専門職定例会に参加し、事例検討や
研修企画・運営する中で介護支援専
門員のニーズや、相談対応に悩む
ケースの傾向を共有し助言に活かす。
・ケアプラン点検、法人居宅の事例検
討や振り返りの会を通して実践力向上
を図る。
・支援困難ケースについて、相談票の
活用や、必要時個別ケア会議を開催
し、支援策の検討や後方支援を行う。
・ケアマネジメントの指針となるマニュ
アル等の効果的な活用を促し、ケアマ
ネジメントの質の向上を図る。
・日頃の自己研鑽を目指す。



地域包括支援センター名： 管理者名：

時期

１. 地域包
括支援セン
ターの機能
強化

高齢化の進展により、一人暮らし高
齢者や認知症高齢者等要援護高
齢者が増加の一途をたどる中で、
相談内容は多様化・深刻化してい
るため、各センターにおける活動の
質の向上を図ると共に、適切に保
健、医療、福祉サービスをはじめ、
各種制度や地域資源に繋ぎ、総合
相談の拠点として機能の強化を図
る。
市は、運営支援及び国が定める評
価指標に基づき進捗管理を行うと
共に、地域包括支援センター運営
協議会による評価とPDCAサイクル
の充実等により、継続的な評価・点
検を強化する。地域包括支援セン
ターの取組に関する情報公開を行
うことにより、市民に開かれた地域
包括支援センターを目指す。

①市はセンター職員対象の研修会の周
知を行う

②市はセンター職員の相談支援体制整
備を推進する

③市は地域包括支援センターヒアリング
を実施する

④市は地域包括支援センター運営協議
会を開催し、センターの運営状況に係る
点検を行い、センターの課題を踏まえた
機能強化策の検討を行う

⑤市及び各センターは地域包括支援セ
ンターの周知及び情報公開を行う

随時

随時

年1回

年1回

年度内

随時

随時

毎日

毎月

7月
2月
定期
的に
更新

２. 介護予
防の推進

心身の機能低下及び生活機能低
下を予防し、要介護状態になること
を防ぐために、高齢者がセルフケア
できるように環境を整え、個人の取
組が継続できるよう支援を行うととも
に、個人の意欲を引き出し、興味、
関心に応じた地域資源、地域活動
と効果的なサービスを活用して目標
志向型ケアマネジメントを行う。
高齢者が元気な時からの切れ目な
い介護予防を継続するため、住民
運営の通いの場を充実させ、人と人
とのつながりを通じて、参加者や通
いの場が継続的かつ拡大していく
地域づくりを推進する。

①生活支援コーディネーターや介護予防
専門職と協働し、要支援認定者・事業対
象者の自立支援、生活機能の維持向上
に効果のある目標志向型の介護予防ケ
アマネジメントを行う
②新規事業対象者のアセスメントの実施
にあたり、リハビリテーション専門職の視
点を加え、生活自立期間の延伸とセルフ
ケアの獲得に資する介護予防ケアマネジ
メントを主体的に行う
③自治会等をはじめとする地域や生活支
援コーディネーターと連携し、高齢者等
が参加するサロンや通いの場等を地域に
拡大する
④通いの場等の参加者に対し、介護予
防等に関する周知啓発を行う。また、介
護予防専門職等と地域をつなぎ、介護予
防講座等を積極的に開催する
⑤市と連携し、介護予防ケアマネジメント
の資質向上に資する保健師等の研修会
を企画・開催する
⑥総合事業及びケアマネジメントの適正
な実施と居宅介護支援事業所等への的
確な助言・指導を行う

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

7月
2月

随時

随時

令和7年度　地域包括支援センター運営活動計画書

小野寺　陽子

①要支援認定者・事業対象者の適正
な介護予防ケアマネジメントの実施

②介護予防教室の開催への周知、開
催にて介護予防等情報を積極的に周
知啓発

③広報紙面においても介護予防に資
する記事を記載し周知啓発

④生活支援コーディネーターと連携
し、通いの場等の周知啓発と支援

①～③生活支援コーディネーター協
働・連携

①外部研修の積極的参加(ICTも活
用）

②法人内での研修会参加、講師

③毎朝のミーティングにより情報共有、
方向性の確認、ケアカンファレンス

④毎月末に包括会議開催し各専門職
からの報告、研修報告、事業立案など

⑤全戸配布の広報発行にて情報発信

⑥法人ホームページにて情報発信

①～⑥生活支援コーディネーターは
全て参画

地域包括支援センターふじしま

重点事項 重点活動方針
全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

３.認知症施
策の推進

国の「共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法」及び県の「認
知症施策推進計画」を受け、認知
症の発症を遅らせること（＝予防）と
認知症になっても尊厳を保持しつ
つ希望を持って日常生活を過ごせ
る社会（＝共生）を目指し、日常生
活圏域ごとの社会資源や、地域課
題の把握を行い、医療・介護サービ
スの適切な提供や連携を推進し、
地域の見守りなども含めた切れ目
のない支援体制の構築を進める。ま
た、認知症の人や家族の視点を重
視し、地域の共生の拠点づくり（認
知症カフェ、チームオレンジなど）を
推進する。

①地域の個別ケースや地域課題を把握
し、全世代を対象とした認知症サポー
ター養成講座の開催する
②市はステップアップ講座を開催する
③認知症ケアパスを積極的に活用する
④必要に応じて認知症連絡箋を活用す
る
⑤市は認知症を理解する教室及び認知
症カフェを開催する
⑥地域地域包括支援センターは、地域に
おいて認知症カフェを開催するとともにそ
の取組を拡充する
⑦認知症の人とその家族に対する個別
相談及び支援を行う。支援にあたっては
認知症初期集中支援事業を活用する
⑧市は認知症初期集中支援事業を実施
する
⑨市及び地域地域包括支援センター
は、ＳＯＳ見守りネットワーク「ほっと安心」
つるおか及び見守りシール「どこシル伝
言板」を周知啓発する。認知症の人とそ
の家族への支援に有効に活用する
⑩市はつるおかオレンジ手帳の方向性に
ついて検討する
⑪市と連携してチームオレンジの活動を
推進する

随時

随時
随時
随時
理解す
る教室
年6回
カフェ
月１回
毎月

随時

随時

随時

随時

随時

随時

9月

随時

随時

4月
9月
12月

夏～
秋頃

随時

随時

４. 地域ケア
会議の実施
と地域ケア
ネットワーク
体制の推進

地域ケア推進担当者（地域包括支
援センター専門職、生活支援コー
ディネーター、社会福祉協議会職
員、健康課保健師、市民福祉課職
員等）が連携しながら、日常生活圏
域ごとに地域ケア会議（個別会議）
を実施し、医療介護等の専門職、
民生委員、自治会長、NPO法人等
地域の多様な関係者が協働し、個
別ケースの自立支援・課題解決を
はじめ、地域課題の把握に努める。
また、総合事業の事業対象者を含
む要支援等認定者と要介護1、2を
対象に、専門職参加による市が主
催する自立支援型地域ケア会議に
出席し、高齢者が自立して暮らすこ
とができるためのケアマネジメント支
援や、自立を進めるために不可欠
な社会資源等の把握等に努める。
把握した地域課題の解決に向け、
地域ケアネットワーク会議等を町内
会等の小単位生活圏域で実開催
し、地域の保健、医療、福祉などの
多職種との協働や、インフォーマル
サービスなど様々な地域資源による
支援体制の構築を図る。

①市と連携し地域ケア推進合同会議を開
催する。会議では、地域課題とその解決
に向けた取組について相互に理解を深
め、連携を強化し、地域活動に活かす
②地域ケア会議に出席し、解決に必要な
資源開発や資源開発等に係る検討を行
う
③地域ケアネットワーク会議を開催し、地
域の関係者と課題を共有し、その解決に
必要な仕組みづくりについて検討する
④地域ケア推進担当者会議を開催し、個
別ケースの把握と支援内容について共
有・検討する。必要に応じて地域ケア個
別会議を開催する。また、地域課題の共
有とその解決に必要な仕組みづくりにつ
いて検討し、地域に発信する
⑤自立支援型地域ケア会議に出席し、専
門職からの助言等を支援の中で実践す
る。その支援にあたり地域資源等を活用
するとともに地域課題や不足する資源の
把握及び掘り起こしを行う
⑥医療と介護の連携推進企画会議に出
席し、在宅医療・介護連携の強化に資す
る研修会等を企画し、積極的に参加する

年１回

随時

定期

定期

定期

随時

毎月

毎月

随時

6月～
10月

秋頃

6月・3
月

5月・
11月

随時

随時

５.総合的な
相談支援の
確立

高齢者等の様々な相談にワンストッ
プで応じ、適切な保健・医療・福祉
サービス、関係機関、さらには各種
制度や地域資源につなげる等の支
援を行う。
その際は重層的支援体制整備事業
の趣旨を踏まえ、相談者の属性や
世代に関わらず、全世代全対象型
の相談支援機関として、その相談を
受け止めるとともに、必要に応じて
多機関協働事業者(担当は鶴岡市
社会福祉協議会地域福祉課・各地
域福祉センター)につなぎ、関係機
関と協働した個別支援・世帯支援を
行う。

①各種相談をワンストップで受け付け、専
門職がチームで支援を行う

②学区社協事業や民生委員定例会議等
に参画し、要援護高齢者の情報を把握・
共有する

③地域包括支援センターの周知を図りな
がら、潜在している要援護者を把握し支
援につなげる

随時

随時

随時
随時
通年

①認知症に対する個別相談対応

②認知症サポーター養成講座の開催
　　・全域対象、広報周知により開催
　　・県立庄内農業高等学校、藤島中
学校にも開催案内
　　・個別開催

③認知症関連事業の情報提供

④長沼地区認知症カフェの継続開催
　　（年間３回）

⑤東栄地区にて認知症カフェのプレ
開催

⑦各種認知症施策、事業への参加と
対応

⑧つるおかオレンジサポートの会との
協働・連携

①～⑧生活支援コーディネーター協
動

①定期のつながり会議（地域ケア推進
担当者）開催

②定期のふじしま地域ケア会議開催

③個別地域ケア会議の開催

④小学校圏域(6地区）の地域ケア会
議開催

⑤テーマを絞った地域ケアネットワー
ク会議開催

⑥自立支援型地域ケア会議への参加

⑦ふじしま地域合同地域ケア(警察・
消防を含む）会議開催

⑧医療介護連携研修会等への参加

①～⑦生活支援コーディネーター協
働・連携

①相談受付に対しチームによる迅速
な対応

②民協定例会や地域ケア会議におい
て情報共有と個別に民生児童委員と
の連携

③多方面にセンターの周知を図り相
談支援につなげる

④グループホーム運営推進会議への
参加

①～④生活支援コーディネーター協
働・連携



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

６.高齢者の
権利擁護の
推進

地域の住民、民生委員、介護支援
専門員などの支援だけでは十分に
問題が解決できない、適切なサー
ビス等につながる方法が見つからな
い等の困難な状況にある高齢者
が、地域において尊厳のある生活
を維持し、安心して生活を行うこと
ができるよう、専門的・継続的な視
点から、成年後見制度の活用や高
齢者虐待対応、消費者被害の防止
等の高齢者の権利擁護のための支
援をしていく。

①国の高齢者虐待対応マニュアル及び
鶴岡市高齢者虐待対応・権利擁護業務
の手引きに基づき支援を行う

②社会福祉士定例会における高齢者虐
待事例や成年後見制度支援等に関する
事例検討のほか、権利擁護支援に関す
る研修会等の企画開催を通じて、支援力
の向上を図る

③鶴岡市成年後見制度中核機関と連携
し、市民等への制度の趣旨や相談窓口
の普及啓発、司法や福祉等多機関が協
働した相談支援体制の整備等に係る取
組を進める

通年

毎月

随時

随時
通年

７.ケアマネ
ジメントの質
の向上・平
準化

高齢者の自立支援に向け、介護保
険事業者連絡協議会や医療機関
等と連携するとともに、介護支援専
門員の資質向上を図り、ケアマネジ
メント支援体制を強化する。
介護支援専門員のケアプラン内容
等を検証し、課題の把握に努めると
ともに介護保険制度の健全かつ円
滑な運営及びケアマネジメントの技
術的向上に取り組む。

①地域包括支援センターは、介護支援
専門員の相談窓口となり、助言及び指導
を行う

②市と連携し、介護支援専門員スキル
アップ研修を企画開催する

③市と連携し、居宅介護支援事業所主任
介護支援専門員の資質向上のための研
修会を企画開催する

④地域包括支援センターは、支援困難
事例等を抱える介護支援専門員への相
談、助言、指導を行う

⑤地域包括支援センターは、居宅介護
支援事業所等に対し、国等が示す支援
マニュアルなどの活用を促進するとともに
相談支援を行う

随時

1回

1回

随時

通年

随時
通年

８.災害時要
支援高齢者
の把握と救
援支援

地域の災害リスクを事前に把握し、
地域防災組織等で作成する支援が
必要な高齢者の災害時避難支援
体制・救援体制について情報収集
し効率的、効果的支援につなげる。

①市は、災害時避難場所の周知と災害
時個別避難計画の作成支援などの避難
支援体制づくりを推進する。地域包括支
援センターは、担当地域の町内会、自治
会の避難場所の把握及び周知と避難支
援体制の確認・共有を行う

②市と連携し、地震、風水害などの災害
時の支援を行う

③地域防災組織等と連携し、高齢者の災
害時避難支援体制づくりの取組を進める

随時・
通年

発生時

随時

随時
通年

①災害発生時の要援護者の安否確認
等

②災害発生時(感染症を含む）の対応
マニュアル(BCP含む）を法人・包括ご
とに定期的に見直す

①②生活支援コーディネーター協働・
連携

①広報発行や地域活動を通し、権利
擁護の普及啓発を行う

②関係各機関との連携、協働による迅
速な要援護者の支援

③各種会議(受任者調整会議等）、研
修会への参加

①困難事例を抱える介護支援専門員
の相談対応

②個別ケア会議開催による介護支援
専門員支援

③居宅介護支援事業所に対する情報
提供

④事例検討会の開催、参加



地域包括支援センター名： 管理者名：

時期

１. 地域包
括支援セン
ターの機能
強化

高齢化の進展により、一人暮らし高
齢者や認知症高齢者等要援護高
齢者が増加の一途をたどる中で、
相談内容は多様化・深刻化してい
るため、各センターにおける活動の
質の向上を図ると共に、適切に保
健、医療、福祉サービスをはじめ、
各種制度や地域資源に繋ぎ、総合
相談の拠点として機能の強化を図
る。
市は、運営支援及び国が定める評
価指標に基づき進捗管理を行うと
共に、地域包括支援センター運営
協議会による評価とPDCAサイクル
の充実等により、継続的な評価・点
検を強化する。地域包括支援セン
ターの取組に関する情報公開を行
うことにより、市民に開かれた地域
包括支援センターを目指す。

①市はセンター職員対象の研修会の周
知を行う

②市はセンター職員の相談支援体制整
備を推進する

③市は地域包括支援センターヒアリング
を実施する

④市は地域包括支援センター運営協議
会を開催し、センターの運営状況に係る
点検を行い、センターの課題を踏まえた
機能強化策の検討を行う

⑤市及び各センターは地域包括支援セ
ンターの周知及び情報公開を行う

随時

随時

年1回

年1回

年度内

２. 介護予
防の推進

心身の機能低下及び生活機能低
下を予防し、要介護状態になること
を防ぐために、高齢者がセルフケア
できるように環境を整え、個人の取
組が継続できるよう支援を行うととも
に、個人の意欲を引き出し、興味、
関心に応じた地域資源、地域活動
と効果的なサービスを活用して目標
志向型ケアマネジメントを行う。
高齢者が元気な時からの切れ目な
い介護予防を継続するため、住民
運営の通いの場を充実させ、人と人
とのつながりを通じて、参加者や通
いの場が継続的かつ拡大していく
地域づくりを推進する。

①生活支援コーディネーターや介護予防
専門職と協働し、要支援認定者・事業対
象者の自立支援、生活機能の維持向上
に効果のある目標志向型の介護予防ケ
アマネジメントを行う
②新規事業対象者のアセスメントの実施
にあたり、リハビリテーション専門職の視
点を加え、生活自立期間の延伸とセルフ
ケアの獲得に資する介護予防ケアマネジ
メントを主体的に行う
③自治会等をはじめとする地域や生活支
援コーディネーターと連携し、高齢者等
が参加するサロンや通いの場等を地域に
拡大する
④通いの場等の参加者に対し、介護予
防等に関する周知啓発を行う。また、介
護予防専門職等と地域をつなぎ、介護予
防講座等を積極的に開催する
⑤市と連携し、介護予防ケアマネジメント
の資質向上に資する保健師等の研修会
を企画・開催する
⑥総合事業及びケアマネジメントの適正
な実施と居宅介護支援事業所等への的
確な助言・指導を行う

随時

随時

随時

随時

随時

随時

令和7年度　地域包括支援センター運営活動計画書

今井直美

①生活支援コーディネーターと一体的に
通いの場へ参加し、地域活動支援と効
果的なサービスの情報提供を行う。ま
た、介護予防専門職と協働しながら介護
予防講座を実施する。（随時）
②リハ専門職によるアセスメントを効果的
に用いながら、対象者にとって効果的な
マネジメントを行う。（随時）
③地域の通いの場や地域事業へ積極的
に参加する中で、魅力的な活動をしてい
る他団体を紹介し、複数加入による社会
参加の促進を図る
③活動休止中の団体に対して、活動再
開に向けた働きかけを行う
③新たな集いの場となりそうな資源の情
報収集を行う
③地域の各関係組織や生活支援コー
ディネーターと連携し、サロンや通いの
場に出て地域課題の把握や地域事業の
企画・運営を図る。（随時）
④関係団体と連携し、地域の通いの場を
主宰している方々との意見交換会を実
施する
⑤保健師定例会にて一部改正に伴うケ
アマネジメントマニュアルの改正につい
て検討・集約を図る。
⑤動画配信による研修で居宅支援事業
所等に情報共有を図り、疑問点について
は集約し、課内や保健師定例会にて検
討を図る。
⑥マニュアルを確認しながら適正なケア
マネジメントを実施し、居宅介護支援事
業所へ助言・指導を行う

①複合的課題のある相談内容に対応
できるように積極的に外部研修に参加
し自己研鑽に努め、活動の質の向上
を図る。

①②課内会議を実施し職員の質の向
上を図る。

②庁舎内ワンストップ機能を活用し地
域ケア推進担当者や各関係機関と連
携し早期課題解決に向けて支援を行
う。

⑤地域の通いの場や地域事業へ積極
的に参加し、包括のチラシや法人広報
を活用し周知活動を行う。

地域包括支援センターはぐろ

重点事項 重点活動方針
全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

３.認知症施
策の推進

国の「共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法」及び県の「認
知症施策推進計画」を受け、認知
症の発症を遅らせること（＝予防）と
認知症になっても尊厳を保持しつ
つ希望を持って日常生活を過ごせ
る社会（＝共生）を目指し、日常生
活圏域ごとの社会資源や、地域課
題の把握を行い、医療・介護サービ
スの適切な提供や連携を推進し、
地域の見守りなども含めた切れ目
のない支援体制の構築を進める。ま
た、認知症の人や家族の視点を重
視し、地域の共生の拠点づくり（認
知症カフェ、チームオレンジなど）を
推進する。

①地域の個別ケースや地域課題を把握
し、全世代を対象とした認知症サポー
ター養成講座の開催する
②市はステップアップ講座を開催する
③認知症ケアパスを積極的に活用する
④必要に応じて認知症連絡箋を活用す
る
⑤市は認知症を理解する教室及び認知
症カフェを開催する
⑥地域地域包括支援センターは、地域に
おいて認知症カフェを開催するとともにそ
の取組を拡充する
⑦認知症の人とその家族に対する個別
相談及び支援を行う。支援にあたっては
認知症初期集中支援事業を活用する
⑧市は認知症初期集中支援事業を実施
する
⑨市及び地域地域包括支援センターは、
ＳＯＳ見守りネットワーク「ほっと安心」つる
おか及び見守りシール「どこシル伝言板」
を周知啓発する。認知症の人とその家族
への支援に有効に活用する
⑩市はつるおかオレンジ手帳の方向性に
ついて検討する
⑪市と連携してチームオレンジの活動を
推進する

随時

随時
随時
随時
理解す
る教室
年6回
カフェ
月１回
毎月

随時

随時

随時

随時

随時

４. 地域ケア
会議の実施
と地域ケア
ネットワーク
体制の推進

地域ケア推進担当者（地域包括支
援センター専門職、生活支援コー
ディネーター、社会福祉協議会職
員、健康課保健師、市民福祉課職
員等）が連携しながら、日常生活圏
域ごとに地域ケア会議（個別会議）
を実施し、医療介護等の専門職、
民生委員、自治会長、NPO法人等
地域の多様な関係者が協働し、個
別ケースの自立支援・課題解決を
はじめ、地域課題の把握に努める。
また、総合事業の事業対象者を含
む要支援等認定者と要介護1、2を
対象に、専門職参加による市が主
催する自立支援型地域ケア会議に
出席し、高齢者が自立して暮らすこ
とができるためのケアマネジメント支
援や、自立を進めるために不可欠
な社会資源等の把握等に努める。
把握した地域課題の解決に向け、
地域ケアネットワーク会議等を町内
会等の小単位生活圏域で実開催
し、地域の保健、医療、福祉などの
多職種との協働や、インフォーマル
サービスなど様々な地域資源による
支援体制の構築を図る。

①市と連携し地域ケア推進合同会議を開
催する。会議では、地域課題とその解決
に向けた取組について相互に理解を深
め、連携を強化し、地域活動に活かす
②地域ケア会議に出席し、解決に必要な
資源開発や資源開発等に係る検討を行う
③地域ケアネットワーク会議を開催し、地
域の関係者と課題を共有し、その解決に
必要な仕組みづくりについて検討する
④地域ケア推進担当者会議を開催し、個
別ケースの把握と支援内容について共
有・検討する。必要に応じて地域ケア個
別会議を開催する。また、地域課題の共
有とその解決に必要な仕組みづくりにつ
いて検討し、地域に発信する
⑤自立支援型地域ケア会議に出席し、専
門職からの助言等を支援の中で実践す
る。その支援にあたり地域資源等を活用
するとともに地域課題や不足する資源の
把握及び掘り起こしを行う
⑥医療と介護の連携推進企画会議に出
席し、在宅医療・介護連携の強化に資す
る研修会等を企画し、積極的に参加する

年１回

随時

定期

定期

定期

随時

①②ステップアップ講座に向けて、既
存の地域活動を活用したサポーター
養成講座を実施を図る。（羽黒中7月
実施予定、他随時）

③④⑤認知症やその家族が専門職や
地域とつながるために、積極的にケア
パス、連絡箋を活用し、市や地域で実
施する認知症カフェの情報提供を行う
（随時）

⑥認知症当事者や介護者家族が地域
住民や専門職と情報共有し、お互いを
理解し合う場づくりとして関係機関と連
携し認知症カフェを開催する。今年度
は次年度同様集合形式とし、取り組み
の拡充を図る。（10月）
つるマフづくり研修会を開催し、認知
症に対する理解と周知を図り、支援の
拡大を目指す。（11月予定）

⑦⑧認知症に対する個別相談支援を
行い、早期対応できるように認知症初
期集中支援チーム員を中心に関係機
関と連携し支援する。（随時）
⑨SOS見守りネットワーク「ほっと安心
つるおか」「どこシル伝言板」について
情報周知を行い、新規登録につなげ
る。（随時）

①地域ｹｱ推進合同会議が開催される
際は出席し、地域課題を把握・解決で
きるように知識を増やし、地域活動に
活かす

②地域ｹｱ会議を積極的に活用し、関
係機関に集まってもらい、課題解決に
向けた話し合いを行い、資源開発の
検討に繋げる

③羽黒地域の自治振興会部会や区長
会、民生児童委員定例会などに出席
し、関係機関と高齢者支援の現状や
課題について情報共有を行う。

④個別で複合課題があるケースは地
域ｹｱ推進担当者会議の際に情報共
有し検討を行う。また個別に検討・支
援が必要なケースは地域ｹｱ個別会議
を開催し課題解決を図る。

⑤主任介護支援専門員と生活支援
コーディネーターが会議に出席し地域
資源等について助言を行い、地域課
題と不足する地域課題の把握を行い
検討材料にする。

⑥医療と介護の連携研修会に参加
し、顔の見える関係を築く



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

５.総合的な
相談支援の
確立

高齢者等の様々な相談にワンストッ
プで応じ、適切な保健・医療・福祉
サービス、関係機関、さらには各種
制度や地域資源につなげる等の支
援を行う。
その際は重層的支援体制整備事業
の趣旨を踏まえ、相談者の属性や
世代に関わらず、全世代全対象型
の相談支援機関として、その相談を
受け止めるとともに、必要に応じて
多機関協働事業者(担当は鶴岡市
社会福祉協議会地域福祉課・各地
域福祉センター)につなぎ、関係機
関と協働した個別支援・世帯支援を
行う。

①各種相談をワンストップで受け付け、専
門職がチームで支援を行う

②学区社協事業や民生委員定例会議等
に参画し、要援護高齢者の情報を把握・
共有する

③地域包括支援センターの周知を図りな
がら、潜在している要援護者を把握し支
援につなげる

随時

随時

随時

６.高齢者の
権利擁護の
推進

地域の住民、民生委員、介護支援
専門員などの支援だけでは十分に
問題が解決できない、適切なサー
ビス等につながる方法が見つからな
い等の困難な状況にある高齢者
が、地域において尊厳のある生活
を維持し、安心して生活を行うことが
できるよう、専門的・継続的な視点
から、成年後見制度の活用や高齢
者虐待対応、消費者被害の防止等
の高齢者の権利擁護のための支援
をしていく。

①国の高齢者虐待対応マニュアル及び
鶴岡市高齢者虐待対応・権利擁護業務
の手引きに基づき支援を行う

②社会福祉士定例会における高齢者虐
待事例や成年後見制度支援等に関する
事例検討のほか、権利擁護支援に関す
る研修会等の企画開催を通じて、支援力
の向上を図る

③鶴岡市成年後見制度中核機関と連携
し、市民等への制度の趣旨や相談窓口
の普及啓発、司法や福祉等多機関が協
働した相談支援体制の整備等に係る取
組を進める

通年

毎月

随時

７.ケアマネ
ジメントの質
の向上・平
準化

高齢者の自立支援に向け、介護保
険事業者連絡協議会や医療機関
等と連携するとともに、介護支援専
門員の資質向上を図り、ケアマネジ
メント支援体制を強化する。
介護支援専門員のケアプラン内容
等を検証し、課題の把握に努めると
ともに介護保険制度の健全かつ円
滑な運営及びケアマネジメントの技
術的向上に取り組む。

①地域包括支援センターは、介護支援専
門員の相談窓口となり、助言及び指導を
行う

②市と連携し、介護支援専門員スキル
アップ研修を企画開催する

③市と連携し、居宅介護支援事業所主任
介護支援専門員の資質向上のための研
修会を企画開催する

④地域包括支援センターは、支援困難事
例等を抱える介護支援専門員への相談、
助言、指導を行う

⑤地域包括支援センターは、居宅介護支
援事業所等に対し、国等が示す支援マ
ニュアルなどの活用を促進するとともに相
談支援を行う

随時

1回

1回

随時

通年

８.災害時要
支援高齢者
の把握と救
援支援

地域の災害リスクを事前に把握し、
地域防災組織等で作成する支援が
必要な高齢者の災害時避難支援体
制・救援体制について情報収集し
効率的、効果的支援につなげる。

①市は、災害時避難場所の周知と災害
時個別避難計画の作成支援などの避難
支援体制づくりを推進する。地域包括支
援センターは、担当地域の町内会、自治
会の避難場所の把握及び周知と避難支
援体制の確認・共有を行う

②市と連携し、地震、風水害などの災害
時の支援を行う

③地域防災組織等と連携し、高齢者の災
害時避難支援体制づくりの取組を進める

随時・
通年

発生時

随時

①庁舎や関係機関と連携し、災害リス
ク箇所及び避難場所・支援体制、要支
援者の把握・共有を行う。各自治振興
会の防災担当者と連携して個別避難
支援計画や避難支援体制づくりに積
極的に協力する。（随時）

②災害時に備え、高リスク地域の確認
や避難場所の把握を行う。災害発生
時は法人本部や関係機関と連携し必
要に応じて要支援者の支援を行う。
（随時）

③法人他部門や関係機関と情報共有
を行いながらBCPを随時見直し、追
加・修正し、机上訓練を行う。（随時）

①庁舎のワンストップ機能を活用し、
専門職や関係機関と連携・情報共有
しながら、課題の早期解決に努める

②学区社協事業や民生委員定例会に
参画し、要援護者の情報を把握・共有
し、必要があれば関係機関に繋げる

③通いの場や地域事業に生活支援
コーディネーターと一緒に参加し、地
域包括支援センターの周知と潜在要
援護者を把握し支援に繋げる

①高齢者虐待発生時は、高齢者虐待
対応マニュアル及び鶴岡市高齢者虐
待対応・権利擁護業務の手引きに
沿って市及び関係機関と連携し、早急
な対応・終結に努める。

②定例会での虐待事例検討や成年後
見制度支援における事例検討にて、
虐待対応や支援方法について知識を
深める。成年後見制度に関する研修
会等に参加し支援力向上に努める。

③成年後見制度の理解を深め、必要
時の説明や適切な機関への繋ぎが行
えるよう制度理解と支援体制の整備に
努める。

①介護支援専門員から相談があった
際は丁寧に聞き取りを行い、想定され
る支援内容について助言・指導をする

③居宅介護支援事業所主任介護支
援専門員の資質向上のための研修企
画については、地域づくりや介護支援
専門員への育成を意識した研修を企
画・開催する

④介護支援専門員より支援困難事例
の相談があった際は、一緒に課題解
決に向けて伴走支援を行い、必要に
応じて同行訪問をして介護支援専門
員の負担を軽減する

⑤支援マニュアルを活用しながら居宅
介護支援事業所の相談支援を行う



地域包括支援センター名： 管理者名：

時期

１. 地域包
括支援セン
ターの機能
強化

高齢化の進展により、一人暮らし高
齢者や認知症高齢者等要援護高
齢者が増加の一途をたどる中で、
相談内容は多様化・深刻化してい
るため、各センターにおける活動の
質の向上を図ると共に、適切に保
健、医療、福祉サービスをはじめ、
各種制度や地域資源に繋ぎ、総合
相談の拠点として機能の強化を図
る。
市は、運営支援及び国が定める評
価指標に基づき進捗管理を行うと
共に、地域包括支援センター運営
協議会による評価とPDCAサイクル
の充実等により、継続的な評価・点
検を強化する。地域包括支援セン
ターの取組に関する情報公開を行
うことにより、市民に開かれた地域
包括支援センターを目指す。

①市はセンター職員対象の研修会の周
知を行う

②市はセンター職員の相談支援体制整
備を推進する

③市は地域包括支援センターヒアリング
を実施する

④市は地域包括支援センター運営協議
会を開催し、センターの運営状況に係る
点検を行い、センターの課題を踏まえた
機能強化策の検討を行う

⑤市及び各センターは地域包括支援セ
ンターの周知及び情報公開を行う

随時

随時

年1回

年1回

年度内

随時

随時

随時

年2回
随時

２. 介護予
防の推進

心身の機能低下及び生活機能低
下を予防し、要介護状態になること
を防ぐために、高齢者がセルフケア
できるように環境を整え、個人の取
組が継続できるよう支援を行うととも
に、個人の意欲を引き出し、興味、
関心に応じた地域資源、地域活動
と効果的なサービスを活用して目標
志向型ケアマネジメントを行う。
高齢者が元気な時からの切れ目な
い介護予防を継続するため、住民
運営の通いの場を充実させ、人と人
とのつながりを通じて、参加者や通
いの場が継続的かつ拡大していく
地域づくりを推進する。

①生活支援コーディネーターや介護予防
専門職と協働し、要支援認定者・事業対
象者の自立支援、生活機能の維持向上
に効果のある目標志向型の介護予防ケ
アマネジメントを行う
②新規事業対象者のアセスメントの実施
にあたり、リハビリテーション専門職の視
点を加え、生活自立期間の延伸とセルフ
ケアの獲得に資する介護予防ケアマネジ
メントを主体的に行う
③自治会等をはじめとする地域や生活支
援コーディネーターと連携し、高齢者等
が参加するサロンや通いの場等を地域に
拡大する
④通いの場等の参加者に対し、介護予
防等に関する周知啓発を行う。また、介
護予防専門職等と地域をつなぎ、介護予
防講座等を積極的に開催する
⑤市と連携し、介護予防ケアマネジメント
の資質向上に資する保健師等の研修会
を企画・開催する
⑥総合事業及びケアマネジメントの適正
な実施と居宅介護支援事業所等への的
確な助言・指導を行う

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

年1回

随時

随時

年1回
以上
随時

令和7年度　地域包括支援センター運営活動計画書

菅原　紀枝

○事業対象者・要支援認定者への自
立支援に向けた適切なケアマネジメン
トを実施する。利用者本人が主体的に
目標達成にむけ取り組めるよう継続し
た支援を行う。
○生活支援コーディネーター、地域づ
くり推進課や社協と連携しながら、サロ
ンへの協力や立ち上げの支援を行う。
また健康教室やサロン、コミセン事業
等とタイアップした介護・フレイル予防
の啓発を行い、同地域の実情把握も
行う。
〇サロン代表者（担い手）間との交流
会を開催し各サロンの活動報告、課
題、解決策、介護予防等の情報共有
し住民主体通いの場を継続支援す
る。見守り支援体制の構築も検討す
る。
〇市と連携し、介護予防ケアマネジメ
ントの資質向上に資するよう情報の共
有、研修会等へ参加し、介護予防支
援に活かす。
〇委託ケースのマネジメント支援を行
う。法人内で研修会を開催するなどし
て居宅介護支援事業所との連携強化
や資質向上を目指す。
〇リハビリテーション専門職の視点を
加え、新規事業対象者へのアセスメン
ト力の向上と自立支援につながるよう
に取り組む。

○各種の研修会に積極的に参加し資
質向上を図る。また伝達講習を行い、
知識、情報を共有し職員全体のスキル
アップを図る。

○相談にはチームで関わり、関連機関
と連携し適切な支援を行う。またセン
ター内でのミーティングを定期に行
い、情報共有とケースの検討を行い支
援に繋げる。

○市の運営方針をもとに市との情報共
有・確認を行いながら事業・活動を進
めていく

○さまざまな機会・方法で地域包括支
援センターの周知活動を継続する。パ
ンフレットや「ほうかつたより」の全戸交
付、ホームページを活用し情報公開を
行う。

地域包括支援センターあさひ

重点事項 重点活動方針
全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

３.認知症施
策の推進

国の「共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法」及び県の「認
知症施策推進計画」を受け、認知
症の発症を遅らせること（＝予防）と
認知症になっても尊厳を保持しつ
つ希望を持って日常生活を過ごせ
る社会（＝共生）を目指し、日常生
活圏域ごとの社会資源や、地域課
題の把握を行い、医療・介護サービ
スの適切な提供や連携を推進し、
地域の見守りなども含めた切れ目
のない支援体制の構築を進める。ま
た、認知症の人や家族の視点を重
視し、地域の共生の拠点づくり（認
知症カフェ、チームオレンジなど）を
推進する。

①地域の個別ケースや地域課題を把握
し、全世代を対象とした認知症サポー
ター養成講座の開催する
②市はステップアップ講座を開催する
③認知症ケアパスを積極的に活用する
④必要に応じて認知症連絡箋を活用す
る
⑤市は認知症を理解する教室及び認知
症カフェを開催する
⑥地域地域包括支援センターは、地域に
おいて認知症カフェを開催するとともにそ
の取組を拡充する
⑦認知症の人とその家族に対する個別
相談及び支援を行う。支援にあたっては
認知症初期集中支援事業を活用する
⑧市は認知症初期集中支援事業を実施
する
⑨市及び地域地域包括支援センターは、
ＳＯＳ見守りネットワーク「ほっと安心」つる
おか及び見守りシール「どこシル伝言板」
を周知啓発する。認知症の人とその家族
への支援に有効に活用する
⑩市はつるおかオレンジ手帳の方向性に
ついて検討する
⑪市と連携してチームオレンジの活動を
推進する

随時

随時
随時
随時
理解す
る教室
年6回
カフェ
月１回
毎月

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

月1回

随時

随時

４. 地域ケア
会議の実施
と地域ケア
ネットワーク
体制の推進

地域ケア推進担当者（地域包括支
援センター専門職、生活支援コー
ディネーター、社会福祉協議会職
員、健康課保健師、市民福祉課職
員等）が連携しながら、日常生活圏
域ごとに地域ケア会議（個別会議）
を実施し、医療介護等の専門職、
民生委員、自治会長、NPO法人等
地域の多様な関係者が協働し、個
別ケースの自立支援・課題解決を
はじめ、地域課題の把握に努める。
また、総合事業の事業対象者を含
む要支援等認定者と要介護1、2を
対象に、専門職参加による市が主
催する自立支援型地域ケア会議に
出席し、高齢者が自立して暮らすこ
とができるためのケアマネジメント支
援や、自立を進めるために不可欠
な社会資源等の把握等に努める。
把握した地域課題の解決に向け、
地域ケアネットワーク会議等を町内
会等の小単位生活圏域で実開催
し、地域の保健、医療、福祉などの
多職種との協働や、インフォーマル
サービスなど様々な地域資源による
支援体制の構築を図る。

①市と連携し地域ケア推進合同会議を開
催する。会議では、地域課題とその解決
に向けた取組について相互に理解を深
め、連携を強化し、地域活動に活かす
②地域ケア会議に出席し、解決に必要な
資源開発や資源開発等に係る検討を行う
③地域ケアネットワーク会議を開催し、地
域の関係者と課題を共有し、その解決に
必要な仕組みづくりについて検討する
④地域ケア推進担当者会議を開催し、個
別ケースの把握と支援内容について共
有・検討する。必要に応じて地域ケア個
別会議を開催する。また、地域課題の共
有とその解決に必要な仕組みづくりにつ
いて検討し、地域に発信する
⑤自立支援型地域ケア会議に出席し、専
門職からの助言等を支援の中で実践す
る。その支援にあたり地域資源等を活用
するとともに地域課題や不足する資源の
把握及び掘り起こしを行う
⑥医療と介護の連携推進企画会議に出
席し、在宅医療・介護連携の強化に資す
る研修会等を企画し、積極的に参加する

年１回

随時

定期

定期

定期

随時

月1回
随時

随時

年1～
2回

年2回
随時

随時

随時

○小・中学生、企業や地域の担い手
等を対象に認知症サポーター養成講
座を開催する。認知症カフェの紹介も
行っていく。
○認知症関連事業の普及・啓発に努
め、認知症高齢者とその家族への適
切な支援につなげていく。
○認知症の相談には関連機関と連携
しながら早期の受診や適切な支援に
つなげられるように対応する。認知症
連絡箋、初期集中支援事業、オレンジ
手帳等も活用していく。
○認知症カフェの定期開催の実施継
続。共生社会を目指し認知症カフェの
周知と誰もが参加しやすい交流の場と
して開催していく。
〇地域の集まりや団体等を対象にした
認知症ミニ講座を開催して認知症の
理解を図り、地域の支援体制づくりに
つなげていく。
〇チームオレンジの活動等研修会に
参加し活動に必要な知識、技術を習
得する。

○地域ケア推進担当者会議を毎月開
催し、情報の共有化、課題解決への
取り組み、事業の運営、個別ケースの
検討等を行う。必要時は地域ケア会議
につなげる。
○随時地域ケア個別会議を行い、個
別の課題解決を図るとともに地域の課
題の把握に努める。
○地域ケアネットワーク会議を実施し、
多職種との協働・地域の支援体制作り
につなげていく。独居高齢者、高齢者
世帯等の見守り支援、養護者避難支
援について地域の情報収集・共有と地
域課題の把握を行い、住民主体の支
え合いの仕組みづくりへとつなげてい
く。
○「ほうかつたより」を発行し全戸やコミ
センへの配布を行う。チームの周知ば
かりでなく、地域でできる見守りの勧奨
なども掲載し地域との関わりに役立て
ていく。
○自立支援型地域ケア会議に参加
し、より良い支援とマネジメント力の向
上を図るとともに、地域課題を明らかに
し地域づくりへとつなげていく。
〇医療と介護の連携研修会に参加
し、それぞれの立場の視点から課題や
必要な連携の必要性を確認し、支援
に活かす。



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

５.総合的な
相談支援の
確立

高齢者等の様々な相談にワンストッ
プで応じ、適切な保健・医療・福祉
サービス、関係機関、さらには各種
制度や地域資源につなげる等の支
援を行う。
その際は重層的支援体制整備事業
の趣旨を踏まえ、相談者の属性や
世代に関わらず、全世代全対象型
の相談支援機関として、その相談を
受け止めるとともに、必要に応じて
多機関協働事業者(担当は鶴岡市
社会福祉協議会地域福祉課・各地
域福祉センター)につなぎ、関係機
関と協働した個別支援・世帯支援を
行う。

①各種相談をワンストップで受け付け、専
門職がチームで支援を行う

②学区社協事業や民生委員定例会議等
に参画し、要援護高齢者の情報を把握・
共有する

③地域包括支援センターの周知を図りな
がら、潜在している要援護者を把握し支
援につなげる

随時

随時

随時

随時

随時

随時

年2回
以上
随時

６.高齢者の
権利擁護の
推進

地域の住民、民生委員、介護支援
専門員などの支援だけでは十分に
問題が解決できない、適切なサー
ビス等につながる方法が見つからな
い等の困難な状況にある高齢者
が、地域において尊厳のある生活
を維持し、安心して生活を行うことが
できるよう、専門的・継続的な視点
から、成年後見制度の活用や高齢
者虐待対応、消費者被害の防止等
の高齢者の権利擁護のための支援
をしていく。

①国の高齢者虐待対応マニュアル及び
鶴岡市高齢者虐待対応・権利擁護業務
の手引きに基づき支援を行う

②社会福祉士定例会における高齢者虐
待事例や成年後見制度支援等に関する
事例検討のほか、権利擁護支援に関す
る研修会等の企画開催を通じて、支援力
の向上を図る

③鶴岡市成年後見制度中核機関と連携
し、市民等への制度の趣旨や相談窓口
の普及啓発、司法や福祉等多機関が協
働した相談支援体制の整備等に係る取
組を進める

通年

毎月

随時

随時

随時

随時

７.ケアマネ
ジメントの質
の向上・平
準化

高齢者の自立支援に向け、介護保
険事業者連絡協議会や医療機関
等と連携するとともに、介護支援専
門員の資質向上を図り、ケアマネジ
メント支援体制を強化する。
介護支援専門員のケアプラン内容
等を検証し、課題の把握に努めると
ともに介護保険制度の健全かつ円
滑な運営及びケアマネジメントの技
術的向上に取り組む。

①地域包括支援センターは、介護支援専
門員の相談窓口となり、助言及び指導を
行う

②市と連携し、介護支援専門員スキル
アップ研修を企画開催する

③市と連携し、居宅介護支援事業所主任
介護支援専門員の資質向上のための研
修会を企画開催する

④地域包括支援センターは、支援困難事
例等を抱える介護支援専門員への相談、
助言、指導を行う

⑤地域包括支援センターは、居宅介護支
援事業所等に対し、国等が示す支援マ
ニュアルなどの活用を促進するとともに相
談支援を行う

随時

1回

1回

随時

通年

随時

随時

随時

随時

○関係機関とは常に連携し、各種相
談に迅速・適切に対応する。地域ケア
推進担当者間でも多問題を抱える
ケースや支援困難ケース等を共有し
適切な支援につなげる。
〇複合的な問題に対応するため、障
害や困窮などさまざまな分野と連携し
たネットワーク会議を開催して情報共
有を行い、多職種協働による支援につ
なげる。
○民生委員定例会議に参加し情報共
有を行なう。また個別に連絡・相談等
を行うことで連携を深め、潜在している
問題等の発見にもつなげていく。
○「ほうかつたより」の全戸交付やパン
フレットの配布、地域に出向いたりさま
ざまな事業等を通したりしてあらゆる機
会に地域包括支援センターの周知を
はかり、また情報の収集も行う。

〇マニュアルを随時確認しながら対応
していく。状況に応じて関係機関との
連携や対応等を随時確認し迅速に動
いていく。

○各研修会に参加したり、定例会内で
の事例検討や関係機関との情報交換
などを通じて支援技術や知識を身に
つけ、資質向上に努める。

○鶴岡市成年後見制度中核機関と連
携し地域住民に対し、成年後見制度
の趣旨・相談窓口の周知と高齢者虐
待防止や消費者被害防止の啓発活動
を行う。

○介護支援専門員の相談に随時対応
し解決に向けて支援していく。

○担当地域の居宅介護支援事業所と
定期に連絡会を開催し連携を強化す
るとともに介護支援専門員の資質向上
に取り組む。

○支援困難事例については関係機関
と連携しながら対応、必要時は地域ケ
ア会議を開催する。

〇各研修会の企画運営を行うととも
に、研修会など様々な機会を活用して
自己研鑽に努め、適切な助言や支援
ができるように資質向上を図る。



時期
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

具　体　的　事　業

８.災害時要
支援高齢者
の把握と救
援支援

地域の災害リスクを事前に把握し、
地域防災組織等で作成する支援が
必要な高齢者の災害時避難支援体
制・救援体制について情報収集し
効率的、効果的支援につなげる。

①市は、災害時避難場所の周知と災害
時個別避難計画の作成支援などの避難
支援体制づくりを推進する。地域包括支
援センターは、担当地域の町内会、自治
会の避難場所の把握及び周知と避難支
援体制の確認・共有を行う

②市と連携し、地震、風水害などの災害
時の支援を行う

③地域防災組織等と連携し、高齢者の災
害時避難支援体制づくりの取組を進める

随時・
通年

発生時

随時

随時

随時

随時

年1回

○緊急時対応マニュアルの見直、確認、
緊急時台帳の随時更新。

〇個別避難行動計画の共有、避難場所の
確認。

○要援護者の把握とマップ作成、各地域
の防災体制や支援体制について情報収
集、確認。

〇BCPの見直し、追記、机上訓練の取り組
み。



地域包括支援センター名： 管理者名：

時期

１. 地域包
括支援セン
ターの機能
強化

高齢化の進展により、一人暮らし高
齢者や認知症高齢者等要援護高
齢者が増加の一途をたどる中で、
相談内容は多様化・深刻化してい
るため、各センターにおける活動の
質の向上を図ると共に、適切に保
健、医療、福祉サービスをはじめ、
各種制度や地域資源に繋ぎ、総合
相談の拠点として機能の強化を図
る。
市は、運営支援及び国が定める評
価指標に基づき進捗管理を行うと
共に、地域包括支援センター運営
協議会による評価とPDCAサイクル
の充実等により、継続的な評価・点
検を強化する。地域包括支援セン
ターの取組に関する情報公開を行
うことにより、市民に開かれた地域
包括支援センターを目指す。

①市はセンター職員対象の研修会の周
知を行う

②市はセンター職員の相談支援体制整
備を推進する

③市は地域包括支援センターヒアリング
を実施する

④市は地域包括支援センター運営協議
会を開催し、センターの運営状況に係る
点検を行い、センターの課題を踏まえた
機能強化策の検討を行う

⑤市及び各センターは地域包括支援セ
ンターの周知及び情報公開を行う

随時

随時

年1回

年1回

年度内

随時

随時

随時

２. 介護予
防の推進

心身の機能低下及び生活機能低
下を予防し、要介護状態になること
を防ぐために、高齢者がセルフケア
できるように環境を整え、個人の取
組が継続できるよう支援を行うととも
に、個人の意欲を引き出し、興味、
関心に応じた地域資源、地域活動
と効果的なサービスを活用して目標
志向型ケアマネジメントを行う。
高齢者が元気な時からの切れ目な
い介護予防を継続するため、住民
運営の通いの場を充実させ、人と人
とのつながりを通じて、参加者や通
いの場が継続的かつ拡大していく
地域づくりを推進する。

①生活支援コーディネーターや介護予防
専門職と協働し、要支援認定者・事業対
象者の自立支援、生活機能の維持向上
に効果のある目標志向型の介護予防ケ
アマネジメントを行う
②新規事業対象者のアセスメントの実施
にあたり、リハビリテーション専門職の視
点を加え、生活自立期間の延伸とセルフ
ケアの獲得に資する介護予防ケアマネジ
メントを主体的に行う
③自治会等をはじめとする地域や生活支
援コーディネーターと連携し、高齢者等
が参加するサロンや通いの場等を地域に
拡大する
④通いの場等の参加者に対し、介護予
防等に関する周知啓発を行う。また、介
護予防専門職等と地域をつなぎ、介護予
防講座等を積極的に開催する
⑤市と連携し、介護予防ケアマネジメント
の資質向上に資する保健師等の研修会
を企画・開催する
⑥総合事業及びケアマネジメントの適正
な実施と居宅介護支援事業所等への的
確な助言・指導を行う

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

具　体　的　事　業

令和7年度　地域包括支援センター運営活動計画書

本間久美子

①事業対象者、要支援認定者の自立
支援や生活機能の維持向上を意識し
て介護予防ケアマネジメントを行う。

②介護相談の場合においても生活機
能低下を予防し、セルフケア能力が高
まるよう情報提供や支援を行う。

③自治会や地域推進担当者と連携
し、活動の少ない集落を対象に開催
する「地域支え合い訪問活動事業　お
茶飲みサロン」に協力し、地域の通い
の場や介護予防を支援する。（市民福
祉課事業　R7度：安土・越沢・小名部・
鍋倉　各集落3～4回）

④既存の通いの場等の継続支援と、
介護予防に関する情報の周知啓発
（介護予防講座など）を行う。

⑥委託プランの担当者会議に出席し、
必要時居宅介護支援事業所への助
言・指導を行う。

①対象の研修会等に積極的に参加し
資質向上に努める。自包括内や他包
括の専門職間とも情報共有し、職員の
スキルアップを図る。

②庁舎内ワンストップの機能を活かし
地域ケア推進担当者や関係各課と連
携を図り多様な相談に対応する。

⑤各種団体や関係機関との会議の場
や地域活動の機会を活用し、センター
の周知や取り組みを紹介する。また法
人広報誌やホームページへ掲載す
る。

地域包括支援センターあつみ

重点事項 重点活動方針
全市 各センター（内容、時期・回数等）



時期

具　体　的　事　業
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

３.認知症施
策の推進

国の「共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法」及び県の「認
知症施策推進計画」を受け、認知
症の発症を遅らせること（＝予防）と
認知症になっても尊厳を保持しつ
つ希望を持って日常生活を過ごせ
る社会（＝共生）を目指し、日常生
活圏域ごとの社会資源や、地域課
題の把握を行い、医療・介護サービ
スの適切な提供や連携を推進し、
地域の見守りなども含めた切れ目
のない支援体制の構築を進める。ま
た、認知症の人や家族の視点を重
視し、地域の共生の拠点づくり（認
知症カフェ、チームオレンジなど）を
推進する。

①地域の個別ケースや地域課題を把握
し、全世代を対象とした認知症サポー
ター養成講座の開催する
②市はステップアップ講座を開催する
③認知症ケアパスを積極的に活用する
④必要に応じて認知症連絡箋を活用す
る
⑤市は認知症を理解する教室及び認知
症カフェを開催する
⑥地域包括支援センターは、地域におい
て認知症カフェを開催するとともにその取
組を拡充する
⑦認知症の人とその家族に対する個別
相談及び支援を行う。支援にあたっては
認知症初期集中支援事業を活用する
⑧市は認知症初期集中支援事業を実施
する
⑨市及び地域地域包括支援センター
は、ＳＯＳ見守りネットワーク「ほっと安心」
つるおか及び見守りシール「どこシル伝
言板」を周知啓発する。認知症の人とそ
の家族への支援に有効に活用する
⑩市はつるおかオレンジ手帳の方向性に
ついて検討する
⑪市と連携してチームオレンジの活動を
推進する

随時

随時
随時
随時
理解す
る教室
年6回
カフェ
月１回
毎月

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

随時

４. 地域ケア
会議の実施
と地域ケア
ネットワーク
体制の推進

地域ケア推進担当者（地域包括支
援センター専門職、生活支援コー
ディネーター、社会福祉協議会職
員、健康課保健師、市民福祉課職
員等）が連携しながら、日常生活圏
域ごとに地域ケア会議（個別会議）
を実施し、医療介護等の専門職、
民生委員、自治会長、NPO法人等
地域の多様な関係者が協働し、個
別ケースの自立支援・課題解決を
はじめ、地域課題の把握に努める。
また、総合事業の事業対象者を含
む要支援等認定者と要介護1、2を
対象に、専門職参加による市が主
催する自立支援型地域ケア会議に
出席し、高齢者が自立して暮らすこ
とができるためのケアマネジメント支
援や、自立を進めるために不可欠
な社会資源等の把握等に努める。
把握した地域課題の解決に向け、
地域ケアネットワーク会議等を町内
会等の小単位生活圏域で実開催
し、地域の保健、医療、福祉などの
多職種との協働や、インフォーマル
サービスなど様々な地域資源による
支援体制の構築を図る。

①市と連携し地域ケア推進合同会議を開
催する。会議では、地域課題とその解決
に向けた取組について相互に理解を深
め、連携を強化し、地域活動に活かす
②地域ケア会議に出席し、解決に必要な
資源開発や資源開発等に係る検討を行
う
③地域ケアネットワーク会議を開催し、地
域の関係者と課題を共有し、その解決に
必要な仕組みづくりについて検討する
④地域ケア推進担当者会議を開催し、個
別ケースの把握と支援内容について共
有・検討する。必要に応じて地域ケア個
別会議を開催する。また、地域課題の共
有とその解決に必要な仕組みづくりにつ
いて検討し、地域に発信する
⑤自立支援型地域ケア会議に出席し、専
門職からの助言等を支援の中で実践す
る。その支援にあたり地域資源等を活用
するとともに地域課題や不足する資源の
把握及び掘り起こしを行う
⑥医療と介護の連携推進企画会議に出
席し、在宅医療・介護連携の強化に資す
る研修会等を企画し、積極的に参加する

年１回

随時

定期

定期

定期

随時

随時

9～
11月

毎月
随時

年2回
4月
10月

随時

５.総合的な
相談支援の
確立

高齢者等の様々な相談にワンストッ
プで応じ、適切な保健・医療・福祉
サービス、関係機関、さらには各種
制度や地域資源につなげる等の支
援を行う。
その際は重層的支援体制整備事業
の趣旨を踏まえ、相談者の属性や
世代に関わらず、全世代全対象型
の相談支援機関として、その相談を
受け止めるとともに、必要に応じて
多機関協働事業者(担当は鶴岡市
社会福祉協議会地域福祉課・各地
域福祉センター)につなぎ、関係機
関と協働した個別支援・世帯支援を
行う。

①各種相談をワンストップで受け付け、専
門職がチームで支援を行う

②学区社協事業や民生委員定例会議等
に参画し、要援護高齢者の情報を把握・
共有する

③地域包括支援センターの周知を図りな
がら、潜在している要援護者を把握し支
援につなげる

随時

随時

随時

随時

随時

随時

①認知症サポーター養成講座を開催
しサポーターを増やし地域内の見守り
や支援体制を広める。

③④個別の相談では、早期に関わり
認知症ケアパスや連絡箋を活用し適
切な医療や介護等につなげ、関係機
関で連携し相談支援を行う。

⑥清流苑主催の「認知症カフェだんだ
ん」の運営を支援し、認知症について
学び、語り、専門職と出会える場を提
供し、認知症の人と家族を支える拠点
づくりを継続する。

⑨SOS見守りネットワーク「ほっと安心」
つるおかや見守りシール「どこシル伝
言板」を周知啓発し、地域の見守り支
援体制を高める。

①②地域ケア会議では個別ケースの
課題を共有し、解決に必要な地域資
源などを地域ケア推進担当者で検討
する。

③4つの地域で地域ケアネットワーク
会議を開催し、地域課題について関
係者と共有し、解決に向けた仕組みづ
くりなど意見交換し広く住民へ発信す
る。

④庁舎内地域ケア推進担当者会議、
55％会議にて個別ケースの共有と支
援の方向性について検討する。また必
要に応じて個別ケース会議を開催し、
関係者で連携し支援を継続する。

⑤自立支援型地域ケア会議では、各
専門職の助言から不足する地域資源
の把握を行う。

⑥医療と介護の連携研修や多職種と
の研修会に出席し、医療・介護・福祉
の多職種とのネットワークを構築する。

①ワンストップで相談を受け付け、必
要時地域ケア推進担当者間で共有
し、ケース会議を行いチームで支援を
行う。内容や状況に応じて関係機関へ
つなぎ個別支援・世帯支援を行う。

②民協定例会や地区運営会議に出席
し要援護高齢者や地域の情報を把握
し、必要時情報共有し支援につなげ
る。

③通いの場や地域事業に参加しセン
ターの周知を図りながら、気になる人
の情報共有を行い必要時実態把握し
支援につなげる。



時期

具　体　的　事　業
重点事項 重点活動方針

全市 各センター（内容、時期・回数等）

６.高齢者の
権利擁護の
推進

地域の住民、民生委員、介護支援
専門員などの支援だけでは十分に
問題が解決できない、適切なサー
ビス等につながる方法が見つからな
い等の困難な状況にある高齢者
が、地域において尊厳のある生活
を維持し、安心して生活を行うこと
ができるよう、専門的・継続的な視
点から、成年後見制度の活用や高
齢者虐待対応、消費者被害の防止
等の高齢者の権利擁護のための支
援をしていく。

①国の高齢者虐待対応マニュアル及び
鶴岡市高齢者虐待対応・権利擁護業務
の手引きに基づき支援を行う

②社会福祉士定例会における高齢者虐
待事例や成年後見制度支援等に関する
事例検討のほか、権利擁護支援に関す
る研修会等の企画開催を通じて、支援力
の向上を図る

③鶴岡市成年後見制度中核機関と連携
し、市民等への制度の趣旨や相談窓口
の普及啓発、司法や福祉等多機関が協
働した相談支援体制の整備等に係る取
組を進める

通年

毎月

随時

通年

毎月

随時

７.ケアマネ
ジメントの質
の向上・平
準化

高齢者の自立支援に向け、介護保
険事業者連絡協議会や医療機関
等と連携するとともに、介護支援専
門員の資質向上を図り、ケアマネジ
メント支援体制を強化する。
介護支援専門員のケアプラン内容
等を検証し、課題の把握に努めると
ともに介護保険制度の健全かつ円
滑な運営及びケアマネジメントの技
術的向上に取り組む。

①地域包括支援センターは、介護支援
専門員の相談窓口となり、助言及び指導
を行う

②市と連携し、介護支援専門員スキル
アップ研修を企画開催する

③市と連携し、居宅介護支援事業所主任
介護支援専門員の資質向上のための研
修会を企画開催する

④地域包括支援センターは、支援困難
事例等を抱える介護支援専門員への相
談、助言、指導を行う

⑤地域包括支援センターは、居宅介護
支援事業所等に対し、国等が示す支援
マニュアルなどの活用を促進するとともに
相談支援を行う

随時

1回

1回

随時

通年

8月
9月

1月

5/21

随時

８.災害時要
支援高齢者
の把握と救
援支援

地域の災害リスクを事前に把握し、
地域防災組織等で作成する支援が
必要な高齢者の災害時避難支援
体制・救援体制について情報収集
し効率的、効果的支援につなげる。

①市は、災害時避難場所の周知と災害
時個別避難計画の作成支援などの避難
支援体制づくりを推進する。地域包括支
援センターは、担当地域の町内会、自治
会の避難場所の把握及び周知と避難支
援体制の確認・共有を行う

②市と連携し、地震、風水害などの災害
時の支援を行う

③地域防災組織等と連携し、高齢者の災
害時避難支援体制づくりの取組を進める

随時・
通年

発生時

随時

随時

発生時

通年

①独居・高齢者世帯を実態把握する際
は、緊急時の連絡先や近隣の支援者、災
害リスクの把握や避難場所を確認する。

②災害発生時には、庁舎関係課や地域の
関係組織と連携し必要な支援を行う。

③法人内業務継続計画を整備し、災害発
生時に備えた支援体制を確認する。

①虐待対応については、社会福祉士
を中心に鶴岡市の手引きに沿って
素って庁舎担当者と迅速に対応する。

②他包括の事例報告を共有し、自包
括内の学びを深める。

③様々な地域活動の機会を活用し、
消費者被害の防止、高齢者虐待の防
止、成年後見制度について高齢者の
権利擁護に関する周知啓発を行う。

①地域内小規模多機能2事業所と居
宅介護支援事業所2事業所を訪問し、
地域資源情報の共有や困難事例等の
相談や助言を行う。

③近隣2つの居宅介護支援事業所主
任介護支援専門員と協働で他法人と
の事例検討会を開催し、個別のケース
支援を振り返り介護支援専門員のスキ
ルアップを図る。

④近隣に拠点を置く介護福祉ｻｰﾋﾞｽ
事業所情報交換会を開催し、他の事
業所の取り組み紹介や同業種同士の
情報交換を行い、温海地域に関わる
福祉介護ｻｰﾋﾞｽ支援事業所間の連携
強化を図る。

⑤居宅介護支援事業所の相談を受
け、困難事例など担当介護支援専門
員を後方支援する。


